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２０１９年日本政府年次報告 

「家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約（第１５６号条約）」  

（２０１６年６月１日～２０１９年５月３１日） 
 

１．質問（ａ）について  

２０１７年に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律（以下「育児・介護休業法」という。）を改正し、子が保育所

に入れない場合等の一定の場合に最長で子が２歳に達するまで育児休業を延

長できるようにするとともに、事業主に対し育児休業制度等の対象者への個

別周知や育児目的休暇の設置に努めることを義務づけた。当該法律の写しは

別添１のとおり。 

２０１８年、働く人がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社

会を実現する働き方改革の総合的な推進のため、「雇用対策法（１９６６年法

律第１３２号）」を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及

び職業生活の充実等に関する法律（１９６６年法律第１３２号）」に改めた。

当該法律の写しは別添２のとおり。 

 

 

２．質問（ｂ）について 

Ⅰ ２０１７年条約勧告適用専門家委員会オブザベーションについて 

（１）第３条 国の政策  

 ２０１７年１０月施行の育児・介護休業法の改正では、質問（ａ）で回答し

たとおり、保育所に入れない場合等に最長で子が２歳に達するまで育児休業を

延長できるようにするとともに、事業主に育児休業制度等の対象者への個別周

知や育児目的休暇の設置に努めることを義務づけた。加えて、日本政府は、こ

れらの改正育児・介護休業法の周知徹底と履行確保を行っている。 

一般職の国家公務員（常勤職員）の育児休業については、２０１７年度に新

たに育児休業をした一般職国家公務員の常勤職員は３，２７７人（男性１，１

８２人、女性２，０９５人）であり、２０１７年に介護休暇を取得した一般職

国家公務員の常勤職員は２３０人（男性１３９人、女性９１人）であった。 

なお、人事院規則１５－１４及び人事院規則１５－１５の改正により、以下

の措置を講じたところである（いずれの措置も２０１７年１月１日から施行）。 

・ 介護休暇を３回まで分割して取得することを可能とした（人事院規則１

５－１４及び人事院規則１５－１５の改正）。 

・ 上記の介護休暇に加えて、負傷、疾病又は老齢により２週間以上にわた

り日常生活を営むのに支障がある者の介護を行う職員が、１日の勤務時間

の一部について休暇を取得することができるよう措置した（「介護時間」

の新設）（人事院規則１５－１４第２３条の３）。 

・ 一定の非常勤職員について、介護時間を取得することができるよう措置

資料２－４ 
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した（人事院規則１５－１５第４条第２項第７号）。 

一般職の地方公務員（常勤職員）について、２０１７年度に新たに育児休業

を取得した職員は、４６，２０７人（男性２，７５０人、女性４３，４５７人）

であり、２０１７年度に介護休暇を取得した一般職の地方公務員（常勤職員）

は２，８１６人（男性８１９人、女性１，９９７人）であった。 

 なお、日本政府は、地方公共団体に対し、介護休暇を３回まで分割して取得

できるようにする、介護のため１日の勤務時間を２時間まで短縮できるように

する等の措置を講ずることとした育児・介護休業法の改正（２０１７年１月１

日から施行）を踏まえるとともに、国に準じた措置を講ずるよう通知した。 

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（２０１５年法律第６４号。

以下「女性活躍推進法」という。）は、国・地方公共団体(特定事業主)、常時

雇用する労働者が３０１人以上の事業主（一般事業主）に対して、女性の採用

割合、管理職割合等の数値目標を含む行動計画の策定・公表、女性の活躍状況

についての情報の公表等を義務付けている。また、女性活躍推進法に基づき公

表された女性の活躍状況についての情報を政府のウェブサイトに掲載すること

により、現状の「見える化」を推進し及び事業主の自主的な取組を促進してい

る。現状では、民間企業の課長級以上の役職者に占める女性の割合は２０１５

年に８．７％であったところ、２０１８年には９．９％まで上昇している。 

特定事業主行動計画は、国の機関や都道府県・市町村の全てにおいて、並び

に一般事業主行動計画は策定及び届出が義務付けられている事業主の９９．３

％（２０１８年１２月末時点）において策定されている。また、現在は行動計

画の策定及び届出が努力義務である、常時雇用する労働者が３００人以下の事

業主による計画策定に関する届出数は、同時点で５，６８１社となっており、

中小企業においても一定の取組がみられる。  

また、全ての女性が自らの希望に応じて個性と能力を発揮できる社会の実現

に向け、女性活躍を更に推進するため、これらの義務対象を常時雇用する労働

者が１０１人以上の事業主へ拡大するほか、現在計画の策定義務が課されてい

る事業主（常時雇用する労働者３０１人以上の事業主等）に１項目以上の公表

を求めている情報公表項目を「職業生活に関する機会の提供に関する実績」と

「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」に関す

る項目に区分し、各区分から１項目以上公表すること等を内容とする女性の職

業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（２０１９年

法律第２４号。）が第１９８回通常国会において成立した。   
 

 

（２）第１条及び第２条 全ての経済活動及び労働者への適用  

日本政府は、２０１６年に育児・介護休業法を改正し、有期雇用労働者の育

児・介護休業の取得要件を緩和し、以下の要件を満たす者については休業を取

得できることとした。 
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育児休業を取得するには、①同一の事業主に育児休業の申出時点で継続して

１年以上雇用されていること、②子が１歳６ヶ月に達する日までに、労働契約

（更新される場合には、更新後の契約）の期間が満了することが明らかでない

ことの要件を満たす必要がある。介護休業を取得するには、①同一の事業主に

育児休業の申出時点で継続して１年以上雇用されていること、②取得予定日か

ら起算して９３日を経過する日から６ヶ月を経過する日までの間に、労働契約

（更新される場合には、更新後の契約）の期間が満了することが明らかでない

ことの要件を満たす必要がある。 

 日本政府は、「育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者につ

いて」というリーフレットを２０１８年１１月に作成し、周知に取り組んでい

る。 

２０１７年度の雇用均等基本調査によると、有期雇用労働者の育児休業取得

率（分母：調査前年度１年間に出産した者（男性の場合は配偶者が出産した者）、

分子：調査前年度１年間に出産した者（男性の場合は配偶者が出産した者）の

うち調査時点までに育児休業を開始した者（開始の申出をしている者を含む。）

の数）について、男性は７．５％、女性は９３％。 

なお、介護休業取得率については、有期雇用労働者に限った統計はない。 

一般職の国家公務員について、育児休業及び介護休暇の利用可能性の認識を

高める手段としては、非常勤職員向けの制度説明用リーフレットを作成してい

る。一般職の国家公務員（非常勤職員）の育児休業については、２０１７年度

に新たに育児休業をした一般職国家公務員の非常勤職員は２４２人（男性７人、

女性２３５人）であった。なお、法律上、任命権者は、育児休業の請求があっ

たときは、請求をした者の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困

難である場合を除き、当該請求を承認しなければならないとされている。（国

家公務員育児休業法第３条第３項） 

また、２０１７年度に介護休暇を取得した一般職国家公務員の非常勤職員は

３６人（男性４人、女性３２人）であった。なお人事院規則上、各省各庁の長

は、介護休暇の請求について、要件に該当すると認めるときは当該請求を承認

しなければならないこととされており、請求に係る期間のうち公務の運営に支

障がある日又は時間についてのみこの限りでないとされている。（人事院規則

１５―１５第４条、人事院規則１５―１４第２６条） 

地方公共団体の非常勤職員について、地方公共団体に対し非常勤職員の育児

休業、介護休暇等に関する条例等を整備するよう通知すること等により育児休

業や介護休暇等の制度の周知・普及を図っている。 

 

（３）第４条 仕事に関する組織及び休業を取得する権利  

介護休業取得率向上のための取組として、２０１６年に育児・介護休業法を

改正し、３回までを上限に分割取得を可能とした。また、 日本政府は、改正育

児・介護休業法の周知徹底と履行確保を行うとともに、仕事を辞めることなく

働きながら介護を行うための介護休業等の制度を周知するリーフレットを作成
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したところ。 

日本政府は、男性の育休取得率向上のための取組として、①父親が出産後８

週間以内に育児休業を取得した場合に再度の休業取得を認めるなど、男性の育

児休業取得を促進する制度の整備、②積極的に育児をする「イクメン」の仕事

と育児の両立支援に取り組む「イクメン企業」の表彰や好事例等の周知・広報

等を行う、イクメンプロジェクトの実施、③男性の育児休業取得を促す企業へ

の助成金の支給などの取組を行っている。 

２０１７年度の雇用均等基本調査によると、育児休業取得率（分母：調査前

年度１年間に出産した者（男性の場合は配偶者が出産した者）、分子：調査前

年度１年間に出産した者（男性の場合は配偶者が出産した者）のうち調査時点

までに育児休業を開始した者（開始の申出をしている者を含む。）の数）につ

いて、男性は５．１４％、女性は８３．２％。 

また、前回の日本政府年次報告に記載したとおり、２０１４年度の雇用均等

基本調査によると、子の看護休暇の取得率（分母：小学校就学前までの子を持

つ労働者数、分子：分母の労働者数のうち子の看護休暇を取得した労働者の数）

について、男性は５．２％、女性は２５．３％。 

２０１７年就業構造基本調査によると、介護休業取得率（分母：介護をして

いる雇用者、分子：介護休業制度の利用者）は、女性１．２％、男性１．１％

となっている。介護休暇取得率（分母：介護をしている雇用者、分子：介護休

暇制度の利用者）は、女性２．４％、男性３．１％となっている。 

 

（４）長時間労働  

労働者が多様な働き方を選択できる社会を実現するため、我が国では、２０

１６年９月に使用者側や労働者側のトップも参画する「働き方改革実現会議」

を設置し、２０１７年３月に「働き方改革実行計画」をとりまとめた。この計

画では、長時間労働の是正や非正規雇用労働者の処遇改善をはじめとする様々

な改革について示しており、２０１８年６月には、この計画の内容を踏まえて、

必要な法改正を行った。 

その一部として、民間部門の労働者の労働時間に関する制度の見直しのため、

労働基準法及び労働安全衛生法の改正を行った。具体的には、例えば、時間外

労働について、月４５時間、年３６０時間を上限の原則とし、臨時的な特別な

事情がある場合でも年７２０時間、単月１００時間未満（休日労働含む）、複

数月平均８０時間（休日時間含む）を限度とする仕組みを導入した。また、使

用者は、１０日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、毎年５日間の

年次有給休暇を、時季を指定して与えなければならないこととした。 

さらに、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法を改正し、事業主は、

労働者の前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努め

なければならないこととする、努力義務規定を創設した。また、働き方改革関

連法の施行に伴い、勤務間インターバル制度の導入を促進すること等を内容と

する労働時間等見直しガイドライン（労働時間等設定改善指針）の改正を行っ



- 5 - 

た。 

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法及び「労働時間見直しガイドラ

イン」に基づき、日本政府は、引き続き、労働時間等の見直しを図るために労

使間の話合いの機会を整備すること、年次有給休暇の計画的付与制度の導入等

により休暇を取得しやすい環境を整備すること、所定外労働の削減を図ること

等の周知に努めることにより、労働時間等の設定の改善を推進しているところ

である。 

日本政府は、長時間労働が行われていると考えられる事業場に対しては、監

督指導を徹底している。２０１７年度は２５，６７６事業場に対して監督指導

を実施し、約４５％に当たる１１，５９２事業場に対して、違法な時間外労働

について、是正・改善に向けた指導を行った。 

さらに、年間総実労働時間は近年減少傾向で推移しており、２０１８年は１，

７０６時間となっている。パートタイム労働者の総実労働時間については減少

傾向にあり、２０１８年は１，０２５時間であるところ、パートタイム労働者

以外の一般労働者については２，０００時間前後で推移している。 

 

（５）第８条 雇用の終了  

２０１７年度に都道府県労働局に寄せられた妊娠・出産、育児休業等を理由

とする不利益取扱いに関する労働者等からの相談は、１０，９６９件である。

前回の日本政府年次報告にも記載したとおり、厚生労働省では、妊娠・出産、

育児休業等を理由として不利益取扱いが行われたと判断される場合には、厳正

に指導を行い、是正を図っている。 

妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する判決については、

特にない。 

なお、船員に係る紛争の解決については、国土交通省が事務を行っている。 

 

 

Ⅱ ２０１７年条約勧告適用専門家委員会ダイレクトリクエストについて 

（１）第４条 休業を取得する権利。遠隔地への転勤。 

厚生労働省は、２０１７年１月に、「転勤に関する雇用管理のポイント（仮

称）」の策定に向けた検討会を設置し、企業のニーズや動向を捉え、その参考

に供するため、労働者の仕事と家庭生活の両立の観点から、転勤の現状と課題

を分析し、企業の転勤に関する雇用管理のポイントを整理した報告書を同年３

月にとりまとめた。その後、事業主が従業員の転勤の在り方を見直す際に参考

となる資料をまとめた「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」を作成し、同

資料の周知を図っている。 

転勤の慣行に関する男女別の統計はない。 

２０１７年度において、育児・介護休業法第５２条の４に基づく紛争解決手

続について８件の申立があり、また、育児・介護休業法第５２条の５に基づく

調停に関する申請はなかった。 
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（２）第５条 育児及び介護のサービス及び施設  

保育士の処遇改善については、２０１３年度以降、毎年度実施し、合計３８，

０００円、約１２％の改善を実現した。これに加えて、技能・経験に応じた月

額最大４万円の処遇改善も行っている。更に、「新しい経済政策パッケージ」

に基づき、２０１９年４月から月額３，０００円相当の賃金引き上げを行って

いる。 

介護・障害福祉人材の確保については、これまでの処遇改善の取組に加え、

「新しい経済政策パッケージ」に基づき、経験・技能のある職員に重点化を図

りながら職員の更なる処遇改善を行うこととしている。 

なお、介護人材の確保については、このほか、以下の取組を行う等、総合的

に取り組んでいるところ。 

・ 介護分野へのアクティブシニア等の参入を促すための「入門的研修」の普

及等による多様な人材の活用、 

・ ＩＣＴや介護ロボットを活用した生産性向上の推進による現場の負担軽減

や職場環境の改善 

 
保育及び介護のサービス及び施設に係る数及び活動に関しては、以下のとお

り。 

（ⅰ）保育について 

（ａ）保育の受け皿の充実 

保育所等への入所を希望しながら保育所に入所することができない「待機

児童」を解消するため、２０１３年４月に発表した「待機児童解消加速化プラ

ン」等に基づき、２０１７年度末までに約５３．５万人分の保育の受け皿を整

備してきた。また、２０１７年６月に公表した「子育て安心プラン」に基づき、

待機児童の解消を図るとともに、女性の就業率が８割まで上昇しても対応でき

るよう、２０２０年度末までに約３２万人分の保育の受け皿を整備することと

している。 

〔保育所等数   ２７，９１６カ所（２０１８年４月１日現在）〕 

〔入所児童数 ２，５０５，６００人（２０１８年４月１日現在）〕 

 

（ｂ）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、

適切な遊び及び生活の場を与えて、健全に育成することを目的とした放課後児

童健全育成事業（放課後児童クラブ）を児童福祉法に規定している。２０１４

年７月に厚生労働省と文部科学省が共同で策定した「放課後子ども総合プラン」

では、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子供教室の計画的な整

備等を進めることとした。また、「新しい経済政策パッケージ」を踏まえ、「放

課後子ども総合プラン」に基づく２０１９年度末までの約３０万人分の新たな

放課後児童クラブの受け皿の確保を２０１８年度までに前倒しすることとし
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た。さらに、２０１８年９月に文部科学省と共同で「新・放課後子ども総合プ

ラン」を策定した。 

「新・放課後子ども総合プラン」では、２０１９年度から２０２１年度末ま

でに約２５万人分の放課後児童クラブの受け皿を整備し、待機児童解消を目指

すこととし、及びその後も女性就業率の上昇を踏まえ、２０２３年度末までに

計約３０万人分の放課後児童クラブの受け皿を整備することとしている。また、

全ての小学校区で、放課後児童クラブと放課後子供教室を一体的に又は連携し

て実施し、うち１万箇所以上の小学校内で放課後児童クラブと放課後子供教室

を一体的に実施することを目指している。 

そして、基本的な生活習慣づけや異年齢児童等との関わりを通して、自主性

及び社会性を身につけられる場として放課後児童クラブを位置づけ、今後、放

課後児童クラブでこうした役割が実行されるよう支援していく。 

［放課後児童クラブ  ２５，３２８か所（２０１８年５月１日現在）］ 

 

（ｃ）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

児童福祉法第６条の３第１４項に基づき、急な残業の際など、既存の体制で

は対応しきれない変動的、変則的な保育ニーズ等に対応するため、地域におけ

る育児や介護に関する相互援助活動を組織化する事業を行っている。 

〔８６３ヵ所（２０１８年３月３１日現在）〕 

 

（ⅱ）介護について 

（ａ）訪問介護 

居宅要介護者に対し、その者の居宅において介護福祉士等により行われる

入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行う事業（介護保

険法第８条第２項）。 

〔訪問介護職員４５７，９１０人（２０１７年１０月１日現在）〕 

 

（ｂ）通所介護 

  居宅要介護者に対し、施設等に通わせ、入浴、排せつ、食事等の介護その

他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う事業（介護保険法第８条第７項及

び第８条第１７項）。 

〔８６７，１６７人分（２０１７年１０月１日現在）〕 

 

（ｃ）短期入所生活介護 

  居宅要介護者に対し、施設等に短期間入所させ、入浴、排せつ、食事等の

介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う事業（介護保険法第８条

第９項及び第８条の２第７項）。 

〔１３６，１２６人分（２０１７年１０月１日現在）〕 

 

（ｄ）介護老人福祉施設 
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入所する要介護者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活

上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施

設（介護保険法第８条第２２項及び第８条第２７項）。 

〔５３６，０２７人分（２０１７年１０月１日現在）〕 

 

（ⅲ）障害福祉について 

我が国においては、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づいて、障害児者

の介護支援として様々な障害福祉サービス等が提供されている。主なサービス

は以下のとおり。 

 

（ａ）居宅介護 

 障害者等に対し、居宅において入浴、排せつ又は食事等の介護、家事並びに

生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う。（障害者

総合支援法第５条第２項） 

〔１７９，１２９人（２０１８年１１月実績）〕 

 

（ｂ）生活介護 

 常時介護を要する障害者に対し、主として昼間において、障害者支援施設等

において入浴、排せつ又は食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提

供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行う。（障害者

総合支援法第５条第７項） 

〔２８２，１３１人（２０１８年１１月実績）〕 

 

（ｃ）短期入所 

 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、

児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等に対し、当該施設に短

期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事等の介護その他の必要な支援を行う。

（障害者総合支援法第５条第８項） 

                〔５７，３４０人（２０１８年１１月実績）〕 

 

（ｄ）施設入所支援 

 施設に入所する障害者に対し、主として夜間において、入浴、排せつ又は食

事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を

行う。（障害者総合支援法第５条第 10 項） 

〔１２９，０３５人（２０１８年１１月実績）〕 

 

（ｅ）児童発達支援 

 障害児に対し、児童発達支援センター等において日常生活における基本的な

動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う。（児童福祉法第

６条の２の２第２項） 
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〔１０９，１７５人（２０１８年１１月実績）〕 

 

（ｆ）放課後等デイサービス 

 就学中の障害児に対し、授業の終了後又は休業日に、児童発達支援センター

等において生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。

（児童福祉法第６条の２の２第４項） 

〔２０３，７１２人（２０１８年１１月実績）〕 

 

（ｇ）障害児入所支援 

 障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児に対

して保護、日常生活の指導、知識技能の付与を行うとともに、知的障害のある

児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複

している児童に対して治療を行う。（児童福祉法第７条第２項） 

〔３，５９８人（２０１８年１１月実績）〕 

 

（３）第６条 家族的責任の分担に関する教育  

厚生労働省は、「育休復帰支援プラン」策定マニュアル、「介護支援プラン」

策定マニュアル及び仕事と介護両立のポイント・事例集を作成し、同省のＨＰ

で公表している。 

 

 

３．質問（ｃ）について  

前回までの報告に追加又は変更すべき事項はない。 

 

 

４．質問（ｄ）について 

 本報告の写を送付した代表的労使団体は、下記のとおりである。 

    （使用者団体）日本経済団体連合会 

    （労働者団体）日本労働組合総連合会 

 

 

５．質問（ｅ）について 

 ２０１６年５月２４日付全国生協労働組合連合会の見解を別添５に添付す

る。 



育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 
（平成 3 年法律第 76 号） 

※下線部は平成 29 年 10 月１日施行 
 
目次 
 第 1 章 総則（第 1 条－第 4 条） 
 第 2 章 育児休業（第 5 条－第 10 条） 
 第 3 章 介護休業（第 11 条－第 16 条） 
 第 4 章 子の看護休暇（第 16 条の 2－第 16 条の 4） 
 第 5 章 介護休暇（第 16 条の 5－第 16 条の 7） 
 第 6 章 所定外労働の制限（第 16 条の 8－第 16 条の 10） 
 第 7 章 時間外労働の制限（第 17 条－第 18 条の 2） 
 第 8 章 深夜業の制限（第 19 条－第 20 条の 2） 
 第 9 章 事業主が講ずべき措置（第 21 条－第 29 条） 
 第 10 章 対象労働者等に対する国等による援助（第 30 条－第 52 条） 
 第 11 章 紛争の解決  
  第 1 節 紛争の解決の援助（第 52 条の 2－第 52 条の 4） 
  第 2 節 調停（第 52 条の 5・第 52 条の 6） 
 第 12 章 雑則（第 53 条－第 61 条） 
 第 13 章 罰則（第 62 条－第 66 条） 
 附則 
 
第１章 総則 
（目的） 
第 1 条 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休

暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働
時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働
者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等
の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両
立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発
展に資することを目的とする。 

 
（定義） 
第 2 条 この法律（第 1 号に掲げる用語にあっては、第 9 条の 3 並びに第 61 条第 33 項及

び第 34 項を除く。）において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
ろによる。 

 一 育児休業 労働者（日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第 8 章まで、第
21 条から第 26 条まで、第 28 条、第 29 条及び第 11 章において同じ。）が、次章に定
めるところにより、その子（民法（明治 29 年法律第 89 号）第 817 条の 2 第 1 項の規
定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立につ
いて家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している
場合に限る。）であって、当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法（昭和 22 年法
律第 164 号）第 27 条第 1 項第 3 号の規定により同法第 6 条の 4 第 2 号に規定する養

別添１ 



子縁組里親である労働者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚
生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含
む。第 4 号及び第 61 条第 3 項（同条第 6 項において準用する場合を含む。）を除き、
以下同じ。）を養育するためにする休業をいう。 

 二 介護休業 労働者が、第 3 章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家
族を介護するためにする休業をいう。 

  三 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定
める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。 

 四 対象家族 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある
者を含む。以下同じ。）、父母及び子（これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定
めるものを含む。）並びに配偶者の父母をいう。 

 五 家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。 
 
（基本的理念） 
第 3 条 この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、

これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職
業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たす
ことができるようにすることをその本旨とする。 

２ 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業
を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。 

 
（関係者の責務） 
第 4 条 事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の

養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。 
 
第２章 育児休業 
（育児休業の申出） 
第 5 条 労働者は、その養育する 1 歳に満たない子について、その事業主に申し出ること

により、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、
次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。 

 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 1 年以上である者 
 二 その養育する子が 1 歳 6 か月に達する日までに、その労働契約（労働契約が更新さ

れる場合にあっては、更新後のもの）が満了することが明らかでない者 
２ 前項の規定にかかわらず、育児休業（当該育児休業に係る子の出生の日から起算して 8

週間を経過する日の翌日まで（出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出
生の日から当該出産予定日から起算して 8 週間を経過する日の翌日までとし、出産予定
日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して
8 週間を経過する日の翌日までとする。）の期間内に、労働者（当該期間内に労働基準法
（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条第 2 項の規定により休業した者を除く。）が当該子を
養育するためにした前項の規定による最初の申出によりする育児休業を除く。）をしたこ
とがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省
令で定める特別の事情がある場合を除き、同項の申出をすることができない。 

３ 労働者は、その養育する 1 歳から 1 歳 6 か月に達するまでの子について、次の各号の



いずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすること
ができる。ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子が 1 歳に達
する日（以下「1 歳到達日」という。）において育児休業をしているものにあっては、第
1 項各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。 

 一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の 1 歳到達日に
おいて育児休業をしている場合 

 二 当該子の 1 歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要
と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合 

４ 労働者は、その養育する 1 歳 6 か月から 2 歳に達するまでの子について、次の各号の
いずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすること
ができる。 

 一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の 1 歳 6 か月に
達する日（次号及び第 6 項において「1 歳 6 か月到達日」という。）において育児休業
をしている場合 

 二 当該子の 1 歳 6 か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特
に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合 

５ 第 1 項ただし書の規定は、前項の申出について準用する。この場合において、第 1 項
第 2 号中「1 歳 6 か月」とあるのは、「2 歳」と読み替えるものとする。 

６ 第 1 項、第 3 項及び第 4 項の規定による申出（以下「育児休業申出」という。）は、厚
生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間に
ついて、その初日（以下「育児休業開始予定日」という。）及び末日（以下「育児休業終
了予定日」という。）とする日を明らかにして、しなければならない。この場合において、
第 3 項の規定による申出にあっては当該申出に係る子の 1 歳到達日の翌日を、第 4 項の
規定による申出にあっては当該申出に係る子の 1 歳 6 か月到達日の翌日を、それぞれ育
児休業開始予定日としなければならない。 

７ 第 1 項ただし書、第 2 項、第 3 項ただし書、第 5 項及び前項後段の規定は、期間を定
めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日
（第 7 条第 3 項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、そ
の変更後の育児休業終了予定日とされた日）とする育児休業をしているものが、当該育児
休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日
を育児休業開始予定日とする育児休業申出をする場合には、これを適用しない。 

 
（育児休業申出があった場合における事業主の義務等） 
第 6 条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒む

ことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数
で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労
働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる
労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労
働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。 
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 1 年に満たない労働者 
二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて

合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 
２ 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第



1 項、第 3 項及び第 4 項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。 
３ 事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る

育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して 1 月
（前条第 3 項又は第 4 項の規定による申出にあっては 2 週間）を経過する日（以下この
項において「1 月等経過日」という。）前の日であるときは、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該 1 月等経過日（当該育児休業申
出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める
事由が生じた場合にあっては、当該 1 月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日）ま
での間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。 

４ 第 1 項ただし書及び前項の規定は、労働者が前条第 7 項に規定する育児休業申出をす
る場合には、これを適用しない。 

 
（育児休業開始予定日の変更の申出等） 
第 7 条 第 5 条第 1 項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業

開始予定日とされた日（前条第 3 項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、
当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。）の前日までに、前条第 3 項の厚生
労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に
係る育児休業開始予定日を 1 回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更
することができる。 

２ 事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る
変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して 1 月
を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日（以下この項において「期間
経過日」という。）前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出
に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日（その日が当該申出
に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日（前条第 3 項の規定による事業主の
指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。）以
後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされてい
た日）までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日として指定する
ことができる。 

３ 育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出る
ことにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を 1 回に限り当該育児休業終
了予定日とされた日後の日に変更することができる。 

 
（育児休業申出の撤回等） 
第 8 条 育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とさ

れた日（第 6 条第 3 項又は前条第 2 項の規定による事業主の指定があった場合にあって
は当該事業主の指定した日、同条第 1 項の規定により育児休業開始予定日が変更された
場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日。以下同じ。）の前日までは、
当該育児休業申出を撤回することができる。 

２ 前項の規定により育児休業申出を撤回した労働者は、当該育児休業申出に係る子につ
いては、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、第 5 条第 1 項、第 3 項及
び第 4 項の規定にかかわらず、育児休業申出をすることができない。 

３ 育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その



他の労働者が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働
省令で定める事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。こ
の場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知し
なければならない。 

 
（育児休業期間） 
第 9 条 育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間（以

下「育児休業期間」という。）は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定
日とされた日（第 7 条第 3 項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合に
あっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。）までの間
とする。 

２ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にか
かわらず、当該事情が生じた日（第 3 号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前
日）に終了する。 
一 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業

申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じ
たこと。 

二 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が 1 歳（第 5 条
第 3 項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては 1 歳 6 か月、同条
第 4 項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては 2 歳）に達したこ
と。 

三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基
準法第 65 条第 1 項若しくは第 2 項の規定により休業する期間、第 15 条第 1 項に規定
する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。 

３ 前条第 3 項後段の規定は、前項第 1 号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合につ
いて準用する。 

 
（同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例）  
第 9 条の 2 労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の 1 歳到達日以前

のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第 2
章から第 5 章まで、第 24 条第 1 項及び第 12 章の規定の適用については、第 5 条第 1 項
中「1 歳に満たない子」とあるのは「1 歳に満たない子（第 9 条の 2 第 1 項の規定により
読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、1 歳 2 か月に満
たない子）」と、同条第 3 項ただし書中「1 歳に達する日（以下「1 歳到達日」という。）」
とあるのは「1 歳に達する日（以下「1 歳到達日」という。）（当該配偶者が第 9 条の 2
第 1 項の規定により読み替えて適用する第 1 項の規定によりした申出に係る第 9 条第 1
項（第 9 条の 2 第 1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する育児
休業終了予定日とされた日が当該子の 1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休
業終了予定日とされた日）」と、同項第 1 号中「又はその配偶者が、当該子の 1 歳到達
日」とあるのは「が当該子の 1 歳到達日（当該労働者が第 9 条の 2 第 1 項の規定により
読み替えて適用する第 1 項の規定によりした申出に係る第 9 条第 1 項（第 9 条の 2 第 1
項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する育児休業終了予定日とされ
た日が当該子の 1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた



日）において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の 1 歳到達日（当
該配偶者が第 9 条の 2 第 1 項の規定により読み替えて適用する第 1 項の規定によりした
申出に係る第 9 条第 1 項（第 9 条の 2 第 1 項の規定により読み替えて適用する場合を含
む。）に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の 1 歳到達日後である場合に
あっては、当該育児休業終了予定日とされた日）」と、同条第 6 項中「1 歳到達日」とあ
るのは「1 歳到達日（当該子を養育する労働者又はその配偶者が第 9 条の 2 第 1 項の規定
により読み替えて適用する第 1 項の規定によりした申出に係る第 9 条第 1 項（第 9 条の
2 第 1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する育児休業終了予定日
とされた日が当該子の 1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日と
された日（当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休
業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））」と、前条第 1 項中「変
更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日
とされた日。次項（次条第 1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）において
同じ。）（当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から
起算して育児休業等可能日数（当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の 1 歳到
達日までの日数をいう。）から育児休業等取得日数（当該子の出生した日以後当該労働者
が労働基準法第 65 条第 1 項又は第 2 項の規定により休業した日数と当該子について育児
休業をした日数を合算した日数をいう。）を差し引いた日数を経過する日より後の日であ
るときは、当該経過する日。次項（次条第 1 項の規定により読み替えて適用する場合を含
む。）」と、同条第 2 項第 2 号中「第 5 条第 3 項」とあるのは「次条第 1 項の規定によ
り読み替えて適用する第 5 条第 1 項の規定による申出により育児休業をしている場合に
あっては 1 歳 2 か月、同条第 3 項（次条第 1 項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。）」と、第 24 条第 1 項第 1 号中「1 歳（」とあるのは「1 歳（当該労働者が第 9 条
の 2 第 1 項の規定により読み替えて適用する第 5 条第 1 項の規定による申出をすること
ができる場合にあっては 1 歳 2 か月、」とするほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省
令で定める。 

２ 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第 5 条第 1 項の規定による申出に係る育
児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の 1 歳到達日の翌日後である場
合又は前項の場合における当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間
の初日前である場合には、これを適用しない。 

 
（公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用） 
第 9 条の 3 第 5 条第 3 項及び第 4 項並びに前条の規定の適用については、労働者の配偶

者が国会職員の育児休業等に関する法律（平成 3 年法律第 108 号）第 3 条第 2 項、国家
公務員の育児休業等に関する法律（平成 3 年法律第 109 号）第 3 条第 2 項（同法第 27 条
第 1 項及び裁判所職員臨時措置法（昭和 26 年法律第 299 号）（第 7 号に係る部分に限
る。）において準用する場合を含む。）、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成 3
年法律第 110 号）第 2 条第 2 項又は裁判官の育児休業に関する法律（平成 3 年法律第 111
号）第 2 条第 2 項の規定によりする請求及び当該請求に係る育児休業は、それぞれ第 5
条第 1 項又は第 3 項の規定によりする申出及び当該申出によりする育児休業とみなす。 

 
（不利益取扱いの禁止） 
第 10 条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、



当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 
 
第３章 介護休業 
（介護休業の申出） 
第 11 条 労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。た

だし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限
り、当該申出をすることができる。 
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 1 年以上である者 
二 第 3 項に規定する介護休業開始予定日から起算して 93 日を経過する日から 6 月を経

過する日までに、その労働契約（労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの）

が満了することが明らかでない者 
２ 前項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対

象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、同項の規定
による申出をすることができない。 
一 当該対象家族について 3 回の介護休業をした場合 
二 当該対象家族について介護休業をした日数（介護休業を開始した日から介護休業を

終了した日までの日数とし、2 回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごと
に、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得
た日数とする。第 15 条第 1 項において「介護休業日数」という。）が 93 日に達して
いる場合 

３ 第 1 項の規定による申出（以下「介護休業申出」という。）は、厚生労働省令で定める
ところにより、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、か
つ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その
初日（以下「介護休業開始予定日」という。）及び末日（以下「介護休業終了予定日」と
いう。）とする日を明らかにして、しなければならない。 

４ 第 1 項ただし書及び第 2 項（第 2 号を除く。）の規定は、期間を定めて雇用される者
であって、その締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了予定日（第 13 条において
準用する第 7 条第 3 項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあって
は、その変更後の介護休業終了予定日とされた日）とする介護休業をしているものが、当
該介護休業に係る対象家族について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約
の期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業申出をする場合には、これを適用し
ない。 

 
（介護休業申出があった場合における事業主の義務等） 
第 12 条 事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒む

ことができない。 
２ 第 6 条第 1 項ただし書及び第 2 項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合

について準用する。この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「第 12 条第
2 項において準用する前項ただし書」と、「前条第 1 項及び第 3 項」とあるのは「第 11
条第 1 項」と読み替えるものとする。 

３ 事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る
介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して 2 週
間を経過する日（以下この項において「2 週間経過日」という。）前の日であるときは、



厚生労働省令で定めるところにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該 2 週
間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができ
る。 

４ 前 2 項の規定は、労働者が前条第 4 項に規定する介護休業申出をする場合には、これ
を適用しない。 

 
（介護休業終了予定日の変更の申出） 
第 13 条 第 7 条第 3 項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。 
 
（介護休業申出の撤回等） 
第 14 条 介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日と

された日（第 12 条第 3 項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事
業主の指定した日。第 3 項において準用する第 8 条第 3 項及び次条第 1 項において同
じ。）の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。 

２ 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る対象家族につい

て当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては、その後にな

される当該対象家族についての介護休業申出については、事業主は、第 12 条第 1 項の規
定にかかわらず、これを拒むことができる。 

３ 第 8 条第 3 項の規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同項中
「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。 

 
（介護休業期間） 
第 15 条 介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間（以

下「介護休業期間」という。）は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた
日から介護休業終了予定日とされた日（その日が当該介護休業開始予定日とされた日か
ら起算して 93 日から当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業

日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。第 3 項
において同じ。）までの間とする。 

２ この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、第 13 条において準用する第 7
条第 3 項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更
後の介護休業終了予定日とされた日をいう。 

３ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第 1 項の規定
にかかわらず、当該事情が生じた日（第 2 号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その
前日）に終了する。 
一 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の労働者が介

護休業申出に係る対象家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令で定め
る事由が生じたこと。 

二 介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、労働基
準法第 65 条第 1 項若しくは第 2 項の規定により休業する期間、育児休業期間又は新た
な介護休業期間が始まったこと。 

４ 第 8 条第 3 項後段の規定は、前項第 1 号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合に
ついて準用する。 

 



（準用） 
第 16 条 第 10 条の規定は、介護休業申出及び介護休業について準用する。 
 
第４章 子の看護休暇 
（子の看護休暇の申出） 
第 16 条の 2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し

出ることにより、一の年度において 5 労働日（その養育する小学校就学の始期に達する
までの子が 2 人以上の場合にあっては、10 労働日）を限度として、負傷し、若しくは疾
病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令
で定める当該子の世話を行うための休暇（以下「子の看護休暇」という。）を取得するこ
とができる。 

２ 子の看護休暇は、1 日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以
外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める 1 日未満の単位
で取得することができる。 

３ 第 1 項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護休暇を取
得する日（前項の厚生労働省令で定める 1 日未満の単位で取得するときは子の看護休暇
の開始及び終了の日時）を明らかにして、しなければならない。 

４ 第 1 項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月
31 日に終わるものとする。 

 
（子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等） 
第 16 条の 3 事業主は、労働者からの前条第 1 項の規定による申出があったときは、当該

申出を拒むことができない。 
２ 第 6 条第 1 項ただし書及び第 2 項の規定は、労働者からの前条第 1 項の規定による申

出があった場合について準用する。この場合において、第 6 条第 1 項第 1 号中「1 年」と
あるのは「6 月」と、同項第 2 号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性
質若しくは業務の実施体制に照らして、第 16 条の 2 第 2 項の厚生労働省令で定める 1 日
未満の単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者
（同項の規定による厚生労働省令で定める 1 日未満の単位で取得しようとする者に限
る。）」と、同条第 2 項中「前項ただし書」とあるのは「第 16 条の 3 第 2 項において準
用する前項ただし書」と、「前条第 1 項及び第 3 項」とあるのは「第 16 条の 2 第 1 項」
と読み替えるものとする。 

 
（準用） 
第 16 条の 4 第 10 条の規定は、第 16 条の 2 第 1 項の規定による申出及び子の看護休暇に

ついて準用する。 
 
第５章 介護休暇  
（介護休暇の申出）  
第 16 条の 5 要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う

労働者は、その事業主に申し出ることにより、1 の年度において 5 労働日（要介護状態
にある対象家族が 2 人以上の場合にあっては、10 労働日）を限度として、当該世話を行
うための休暇（以下「介護休暇」という。）を取得することができる。  



２ 介護休暇は、1 日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の
者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める 1 日未満の単位で取

得することができる。 
３ 第１項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象

家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日（前項の厚生労働省令で定める 1
日未満の単位で取得するときは介護休暇の開始及び終了の日時）を明らかにして、しなけ
ればならない。 

４ 第 1 項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月
31 日に終わるものとする。 

 
（介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等）  
第 16 条の 6 事業主は、労働者からの前条第 1 項の規定による申出があったときは、当該

申出を拒むことができない。  
２ 第 6 条第 1 項ただし書及び第 2 項の規定は、労働者からの前条第 1 項の規定による申

出があった場合について準用する。この場合において、第 6 条第 1 項第 1 号中「1 年」と
あるのは「6 月」と、同項第 2 号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性
質若しくは業務の実施体制に照らして、第 16 条の 5 第 2 項の厚生労働省令で定める 1 日
未満の単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者（同項
の規定による厚生労働省令で定める 1 日未満の単位で取得しようとする者に限る。）」
と、同条第 2 項中「前項ただし書」とあるのは「第 16 条の 6 第 2 項において準用する前
項ただし書」と、「前条第 1 項及び第 3 項」とあるのは「第 16 条の 5 第 1 項」と読み替
えるものとする。  

 
（準用）  
第 16 条の 7 第 10 条の規定は、第 16 条の 5 第 1 項の規定による申出及び介護休暇につい

て準用する。  
 
第６章 所定外労働の制限 
第 16 条の 8 事業主は、3 歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主と当該

労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働
組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半
数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定によ
る請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育する
ために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、
事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 1 年に満たない労働者 
二 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理

由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 
２ 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働

時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間（1 月以上 1 年以内の期間に限
る。第 4 項において「制限期間」という。）について、その初日（以下この条において「制
限開始予定日」という。）及び末日（第 4 項において「制限終了予定日」という。）とす
る日を明らかにして、制限開始予定日の 1 月前までにしなければならない。この場合に



おいて、この項前段に規定する制限期間については、第 17 条第 2 項前段（第 18 条第 1
項において準用する場合を含む。）に規定する制限期間と重複しないようにしなければな
らない。 

３ 第 1 項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死
亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働
省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合に
おいて、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければ
ならない。 

４ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日
（第 3 号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。 
一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第 1 項の規定

による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由
が生じたこと。 

二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第 1 項の規定による請求に係る子が 3 歳
に達したこと。 

三 制限終了予定日とされた日までに、第 1 項の規定による請求をした労働者について、
労働基準法第 65 条第 1 項若しくは第 2 項の規定により休業する期間、育児休業期間又
は介護休業期間が始まったこと。 

５ 第 3 項後段の規定は、前項第 1 号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について
準用する。 

 

第 16 条の 9 前条第 1項から第 3項まで及び第 4項（第 2号を除く。）の規定は、要介護

状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第１

項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第 3項及び

第 4 項第 1号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み

替えるものとする。 

２ 前条第 3 項後段の規定は、前項において準用する同条第 4 項第 1 号の厚生労働省令で

定める事由が生じた場合について準用する。 

 
第 16 条の 10 事業主は、労働者が第 16 条の 8 第 1 項（前条第 1 項において準用する場合

を含む。以下この条において同じ。）の規定による請求をし、又は第 16 条の 8 第 1 項の
規定により当該事業主が当該請求をした労働者について所定労働時間を超えて労働させ
てはならない場合に当該労働者が所定労働時間を超えて労働しなかったことを理由とし
て、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

 
第７章 時間外労働の制限 
第 17 条 事業主は、労働基準法第 36 条第 1 項本文の規定により同項に規定する労働時間

（以下この条において単に「労働時間」という。）を延長することができる場合において、
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該
当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間（1 月について 24 時
間、1 年について 150 時間をいう。次項及び第 18 条の 2 において同じ。）を超えて労働
時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 



一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 1 年に満たない労働者 
二 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理

由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 
２ 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間

を超えて労働時間を延長してはならないこととなる一の期間（1 月以上 1 年以内の期間に
限る。第 4 項において「制限期間」という。）について、その初日（以下この条において
「制限開始予定日」という。）及び末日（第 4 項において「制限終了予定日」という。）
とする日を明らかにして、制限開始予定日の 1 月前までにしなければならない。この場
合において、この項前段に規定する制限期間については、第 16 条の 8 第 2 項前段（第 16
条の 9 第 1 項において準用する場合を含む。）に規定する制限期間と重複しないように
しなければならない。 

３ 第 1 項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死
亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働
省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合に
おいて、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければ
ならない。 

４ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日
（第 3 号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。 
一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第 1 項の規定

による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由
が生じたこと。 

二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第 1 項の規定による請求に係る子が小学
校就学の始期に達したこと。 

三 制限終了予定日とされた日までに、第 1 項の規定による請求をした労働者について、
労働基準法第 65 条第 1 項若しくは第 2 項の規定により休業する期間、育児休業期間又
は介護休業期間が始まったこと。 

５ 第 3 項後段の規定は、前項第 1 号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について
準用する。 

 
第 18 条 前条第 1 項、第 2 項、第 3 項及び第 4 項（第 2 号を除く。）の規定は、要介護状

態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第 1 項
中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第 3 項及び第 4
項第 1 号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替える
ものとする。 

２ 前条第 3 項後段の規定は、前項において準用する同条第 4 項第 1 号の厚生労働省令で
定める事由が生じた場合について準用する。 

 
第 18 条の 2 事業主は、労働者が第 17 条第 1 項（前条第 1 項において準用する場合を含

む。以下この条において同じ。）の規定による請求をし、又は第 17 条第 1 項の規定によ
り当該事業主が当該請求をした労働者について制限時間を超えて労働時間を延長しては
ならない場合に当該労働者が制限時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該
労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

 



第８章 深夜業の制限 
第 19 条 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各

号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午
後 10 時から午前 5 時までの間（以下この条及び第 20 条の 2 において「深夜」という。）
において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りで
ない。 
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 1 年に満たない労働者 
二 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の

同居の家族その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者 
三 前 2 号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な

理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 
２ 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜にお

いて労働させてはならないこととなる一の期間（1 月以上 6 月以内の期間に限る。第 4 項
において「制限期間」という。）について、その初日（以下この条において「制限開始予
定日」という。）及び末日（同項において「制限終了予定日」という。）とする日を明ら
かにして、制限開始予定日の 1 月前までにしなければならない。 

３ 第 1 項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死
亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働
省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合に
おいて、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければ
ならない。 

４ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日
（第 3 号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。 
一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第 1 項の規定

による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由
が生じたこと。 

二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第 1 項の規定による請求に係る子が小学
校就学の始期に達したこと。 

三 制限終了予定日とされた日までに、第 1 項の規定による請求をした労働者について、
労働基準法第 65 条第 1 項若しくは第 2 項の規定により休業する期間、育児休業期間又
は介護休業期間が始まったこと。 

５ 第 3 項後段の規定は、前項第 1 号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について
準用する。 

 
第 20 条 前条第 1 項から第 3 項まで及び第 4 項（第 2 号を除く。）の規定は、要介護状態

にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第 1 項中
「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第 2 号中「子」と
あるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と、同条第 3 項及び第 4 項第 1 号
中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとす
る。 

２ 前条第 3 項後段の規定は、前項において準用する同条第 4 項第 1 号の厚生労働省令で
定める事由が生じた場合について準用する。 

 



第 20 条の 2 事業主は、労働者が第 19 条第 1 項（前条第 1 項において準用する場合を含
む。以下この条において同じ。）の規定による請求をし、又は第 19 条第 1 項の規定によ
り当該事業主が当該請求をした労働者について深夜において労働させてはならない場合
に当該労働者が深夜において労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解
雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

 
第９章 事業主が講ずべき措置 
（育児休業等に関する定めの周知等の措置） 
第 21 条 事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定め

るとともに、これを労働者に周知させるための措置（労働者若しくはその配偶者が妊娠
し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当
該労働者に対し知らせる措置を含む。）を講ずるよう努めなければならない。 
一 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項 
二 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項 
三 前 2 号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 

２ 事業主は、労働者が育児休業申出又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定め
るところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取
扱いを明示するよう努めなければならない。 

 
（雇用管理等に関する措置） 
第 22 条 事業主は、育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後におけ

る就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用さ
れる事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている
労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければな
らない。 

 
（所定労働時間の短縮措置等） 
第 23 条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その 3 歳に満たない子を養育する労働者

であって育児休業をしていないもの（1 日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省
令で定めるものを除く。）に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出
に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育する
ことを容易にするための措置（以下この条及び第 24 条第 1 項第 3 号において「育児のた

めの所定労働時間の短縮措置」という。）を講じなければならない。ただし、当該事業主
と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはそ
の労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者
の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児のための所

定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者につい
ては、この限りでない。 
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 1 年に満たない労働者 
二 前号に掲げるもののほか、育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないことと

することについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定め
るもの 

三 前 2 号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のた



めの所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者 
２ 事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第 3 号に掲げ

る労働者であってその 3 歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働

時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定め
るところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は労働基
準法第 32 条の 3 の規定により労働させることその他の当該労働者が就業しつつ当該子を
養育することを容易にするための措置（第 24 条第 1 項において「始業時刻変更等の措置」
という。）を講じなければならない。 

３ 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労
働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところによ
り、労働者の申出に基づく連続する 3 年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮
その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易
にするための措置（以下この条及び第 24 条第 2 項において「介護のための所定労働時

間の短縮等の措置」という。）を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労

働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組

合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数

を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち介護のための所定労働時

間の短縮等の措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者について

は、この限りでない。 

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 1 年に満たない労働者 

二 前号に掲げるもののほか、介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないこ

ととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で

定めるもの 
４ 前項本文の期間は、当該労働者が介護のための所定労働時間の短縮等の措置の利用を

開始する日として当該労働者が申し出た日から起算する。 
 
第 23 条の 2 事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、又は同条の規定により当該

労働者に措置が講じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な
取扱いをしてはならない。 

（小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置） 
第 24 条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子

を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用する
ことができる休暇（子の看護休暇、介護休暇及び労働基準法第 39 条の規定による年次有
給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備するこ
とができる休暇を含む。）を与えるための措置及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に
応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるよう努めな
ければならない。 
一 その 1 歳（当該労働者が第 5 条第 3 項の規定による申出をすることができる場合に

あっては 1 歳 6 か月、当該労働者が同条第 4 項の規定による申出をすることができる
場合にあっては 2 歳。次号において同じ。）に満たない子を養育する労働者（第 23 条



第 2 項に規定する労働者を除く。同号において同じ。）で育児休業をしていないもの 
始業時刻変更等の措置 

二 その 1 歳から 3 歳に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度又は
始業時刻変更等の措置 

三 その 3 歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関
する制度、第 16 条の 8 の規定による所定外労働の制限に関する制度、育児のための所

定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置 
２ 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業

若しくは介護休暇に関する制度又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じ
て、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなけれ
ばならない。 

 

（職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置） 

第 25条 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休

業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用

に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者から

の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置

を講じなければならない。 
 
（労働者の配置に関する配慮） 
第 26 条 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをし

ようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家
族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養
育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。 

 
（再雇用特別措置等） 
第 27 条 事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者（以下「育

児等退職者」という。）について、必要に応じ、再雇用特別措置（育児等退職者であって、
その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇
用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の
募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。第 30 条において同じ。）その他
これに準ずる措置を実施するよう努めなければならない。 

 
（指針） 
第 28 条 厚生労働大臣は、第 21 条から前条までの規定に基づき事業主が講ずべき措置及

び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活と
の両立が図られるようにするために事業主が講ずべきその他の措置に関して、その適切
かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。 

（職業家庭両立推進者） 
第 29 条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第 21 条から第 27 条までに定め

る措置及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家
庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実
施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。 



 
第 10 章 対象労働者等に対する国等による援助 
（事業主等に対する援助） 
第 30 条 国は、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者（以下「対象

労働者」という。）及び育児等退職者（以下「対象労働者等」と総称する。）の雇用の継
続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の団体その
他の関係者に対して、対象労働者の雇用される事業所における雇用管理、再雇用特別措置
その他の措置についての相談及び助言、給付金の支給その他の必要な援助を行うことが
できる。 

 
（相談、講習等） 
第 31 条 国は、対象労働者に対して、その職業生活と家庭生活との両立の促進等に資する

ため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとする。 
２ 地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければな

らない。 
 
（再就職の援助） 
第 32 条 国は、育児等退職者に対して、その希望するときに再び雇用の機会が与えられる

ようにするため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に
関連して実施されるように配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図るため
必要な援助を行うものとする。 

 
（職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置） 
第 33 条 国は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立を妨げている職場における慣

行その他の諸要因の解消を図るため、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立に関
し、事業主、労働者その他国民一般の理解を深めるために必要な広報活動その他の措置を
講ずるものとする。 

 
（勤労者家庭支援施設）                              
第 34 条 地方公共団体は、必要に応じ、勤労者家庭支援施設を設置するように努めなけれ

ばならない。 
２ 勤労者家庭支援施設は、対象労働者等に対して、職業生活と家庭生活との両立に関し、

各種の相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行い、並びに休養及びレクリエーシ
ョンのための便宜を供与する等対象労働者等の福祉の増進を図るための事業を総合的に
行うことを目的とする施設とする。 

３ 厚生労働大臣は、勤労者家庭支援施設の設置及び運営についての望ましい基準を定め
るものとする。 

４ 国は、地方公共団体に対して、勤労者家庭支援施設の設置及び運営に関し必要な助言、
指導その他の援助を行うことができる。 

 
（勤労者家庭支援施設指導員） 
第 35 条 勤労者家庭支援施設には、対象労働者等に対する相談及び指導の業務を担当する

職員（次項において「勤労者家庭支援施設指導員」という。）を置くように努めなければ



ならない。 
２ 勤労者家庭支援施設指導員は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、厚生労働大

臣が定める資格を有する者のうちから選任するものとする。 
 
第 11 章 紛争の解決 
第 1 節 紛争の解決の援助 
（苦情の自主的解決） 
第 52 条の 2 事業主は、第 2 章から第 8 章まで、第 23 条、第 23 条の 2 及び第 26 条に定

める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関（事業主を代表す
る者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を
処理するための機関をいう。）に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図
るように努めなければならない。 

 
（紛争の解決の促進に関する特例） 
第 52 条の 3 第 25 条に定める事項及び前条の事項についての労働者と事業主との間の紛

争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成 13 年法律第 112 号）
第 4 条、第 5 条及び第 12 条から第 19 条までの規定は適用せず、次条から第 52 条の 6 ま
でに定めるところによる。 

 
（紛争の解決の援助） 
第 52 条の 4 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方

又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要
な助言、指導又は勧告をすることができる。 

２ 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇そ
の他不利益な取扱いをしてはならない。 

 
第 2 節 調停 
（調停の委任） 
第 52 条の 5 都道府県労働局長は、第 52 条の 3 に規定する紛争について、当該紛争の当

事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要
があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第 6 条第 1 項の紛
争調整委員会に調停を行わせるものとする。 

２ 前条第 2 項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。 
 
（調停） 
第 52 条の 6 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和

47 年法律第 113 号）第 19 条、第 20 条第 1 項及び第 21 条から第 26 条までの規定は、前
条第 1 項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第 19 条第 1 項中「前
条第 1 項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関
する法律第 52 条の 5 第 1 項」と、同法第 20 条第 1 項中「関係当事者」とあるのは「関
係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第
25 条第 1 項中「第 18 条第 1 項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を
行う労働者の福祉に関する法律第 52 条の 5 第 1 項」と読み替えるものとする。 



 
第 12 章 雑則 
（育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例） 
第 53 条 認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして育児

休業又は介護休業（これらに準ずる休業を含む。以下この項において同じ。）をする労働
者の当該育児休業又は介護休業をする期間について当該労働者の業務を処理するために
必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定中小企業団体が当該募
集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）第 36 条第 1 項及
び第 3 項の規定は、当該構成員たる中小企業者については、適用しない。 

２ この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。 
一 中小企業者 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための

雇用管理の改善の促進に関する法律（平成 3 年法律第 57 号）第 2 条第 1 項に規定する
中小企業者をいう。 

二 認定中小企業団体 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出の
ための雇用管理の改善の促進に関する法律第 2 条第 2 項に規定する事業協同組合等で
あって、その構成員たる中小企業者に対し、第 22 条の事業主が講ずべき措置その他に
関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働
大臣がその定める基準により適当であると認定したものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、認定中小企業団体が前項第 2 号の相談及び援助を行うものとして適
当でなくなったと認めるときは、同号の認定を取り消すことができる。 

４ 第 1 項の認定中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で
定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項
で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第 37 条第 2 項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法
第 5 条の 3 第 1 項及び第 4 項、第 5 条の 4、第 39 条、第 41 条第 2 項、第 42 条第 1 項、
第 42 条の 2、第 48 条の 3 第 1 項、第 48 条の 4、第 50 条第 1 項及び第 2 項並びに第 51
条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第 40
条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与
について、同法第 50 条第 3 項及び第 4 項の規定はこの項において準用する同条第 2 項に
規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第 37 条第 2 項中「労
働者の募集を行おうとする者」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行
う労働者の福祉に関する法律第 53 条第 4 項の規定による届出をして労働者の募集に従事
しようとする者」と、同法第 41 条第 2 項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又
は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第 36 条第 2 項及び第 42 条の 3 の規定の適用については、同法第 36 条第 2
項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者
がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第 42 条の 3 中「第 39 条に規定する
募集受託者」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律第 53 条第 4 項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、認定中小企業団体に対し、第 2 項第 2 号の相談及び援助の実施状況
について報告を求めることができる。 

 



第 54 条 公共職業安定所は、前条第 4 項の規定により労働者の募集に従事する認定中小企
業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づ
き当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な
実施の促進に努めなければならない。 

 
（調査等）  
第 55 条 厚生労働大臣は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立の促進等に資する

ため、これらの者の雇用管理、職業能力の開発及び向上その他の事項に関し必要な調査研
究を実施するものとする。  

２ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対して、資料の提供その
他必要な協力を求めることができる。  

３ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めるこ
とができる。  

 
（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 
第 56 条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対

して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 
 
（公表） 
第 56 条の 2 厚生労働大臣は、第 6 条第 1 項（第 12 条第 2 項、第 16 条の 3 第 2 項及び第

16 条の 6 第 2 項において準用する場合を含む。）、第 10 条（第 16 条、第 16 条の 4 及
び第 16 条の 7 において準用する場合を含む。）、第 12 条第 1 項、第 16 条の 3 第 1 項、
16 条の 6 第 1 項、第 16 条の 8 第 1 項（第 16 条の 9 第 1 項において準用する場合を含
む。）、第 16 条の 10、第 17 条第 1 項（第 18 条第 1 項において準用する場合を含む。）、
第 18 条の 2、第 19 条第 1 項（第 20 条第 1 項において準用する場合を含む。）、第 20
条の 2、第 23 条第 1 項から第 3 項まで、第 23 条の 2、第 25 条、第 26 条又は第 52 条の
4 第 2 項（第 52 条の 5 第 2 項において準用する場合を含む。）の規定に違反している事
業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従
わなかったときは、その旨を公表することができる。 

 
（労働政策審議会への諮問）  
第 57 条 厚生労働大臣は、第 2 条第 1 号及び第 3 号から第 5 号まで、第 5 条第 2 項、第 3

項第 2 号及び第 4 項第 2 号、第 6 条第 1 項第 2 号（第 12 条第 2 項、第 16 条の 3 第 2 項
及び第 16 条の 6 第 2 項において準用する場合を含む。）及び第 3 項、第 7 条第 2 項及び
第 3 項（第 13 条において準用する場合を含む。）、第 8 条第 2 項及び第 3 項（第 14 条
第 3 項において準用する場合を含む。）、第 9 条第 2 項第 1 号、第 12 条第 3 項、第 15
条第 3 項第 1 号、第 16 条の 2 第 1 項及び第 2 項、第 16 条の 5 第 1 項及び第 2 項、第 16
条の 8 第 1 項第 2 号、第 3 項及び第 4 項第 1 号（これらの規定を第 16 条の 9 第 1 項に
おいて準用する場合を含む。）、第 17 条第 1 項第 2 号、第 3 項及び第 4 項第 1 号（これ
らの規定を第 18 条第 1 項において準用する場合を含む。）、第 19 条第 1 項第 2 号及び
第 3 号、第 3 項並びに第 4 項第 1 号（これらの規定を第 20 条第 1 項において準用する場
合を含む。）、第 23 条第 1 項から第 3 項まで並びに第 25 条の厚生労働省令の制定又は
改正の立案をしようとするとき、第 28 条の指針を策定しようとするとき、その他この法



律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議
会の意見を聴かなければならない。 

 
（権限の委任） 
第 58 条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、

その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 
 
（厚生労働省令への委任）  
第 59 条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項

は、厚生労働省令で定める。 
 
（船員に関する特例）  
第 60 条 第 6 章、第 7 章、第 52 条の 6 から第 54 条まで及び第 62 条から第 65 条までの

規定は、船員職業安定法（昭和 23 年法律第 130 号）第 6 条第 1 項に規定する船員になろ
うとする者及び船員法（昭和 22 年法律第 100 号）の適用を受ける船員（次項において「船
員等」という。）に関しては、適用しない。  

２ 船員等に関しては、第 2 条第 1 号及び第 3 号から第 5 号まで、第 5 条第 2 項、第 3 項
第 2 号、第 4 項第 2 号及び第 6 項、第 6 条第 1 項第 2 号（第 12 条第 2 項、第 16 条の 3
第 2 項及び第 16 条の 6 第 2 項において準用する場合を含む。）及び第 3 項、第 7 条（第
13 条において準用する場合を含む。）、第 8 条第 2 項及び第 3 項（第 14 条第 3 項にお
いて準用する場合を含む。）、第 9 条第 2 項第 1 号及び第 3 項、第 9 条の 2 第 1 項、第
11 条第 3 項、第 12 条第 3 項、第 15 条第 3 項第 1 号及び第 4 項、第 16 条の 2 第 1 項か
ら第 3 項まで、第 16 条の 5 第 1 項から第 3 項まで、第 19 条第 1 項第 2 号及び第 3 号、
第 2 項、第 3 項並びに第 4 項第 1 号（これらの規定を第 20 条第 1 項において準用する場
合を含む。）並びに第 19 条第 5 項、第 20 条第 2 項、第 21 条第 1 項第 3 号及び第 2 項、
第 23 条第 1 項から第 3 項まで、第 25 条、第 29 条、第 57 条、第 58 条並びに前条中「厚
生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第 5 条第 2 項中「労働基準法（昭和 22 年
法律第 49 号）第 65 条第 2 項の規定により休業した」とあるのは「船員法（昭和 22 年法
律第 100 号）第 87 条第 2 項の規定により作業に従事しなかった」と、第 9 条第 2 項第 3
号、第 15 条第 3 項第 2 号及び第 19 条第 4 項第 3 号中「労働基準法第 65 条第 1 項若し
くは第 2 項の規定により休業する」とあるのは「船員法第 87 条第 1 項若しくは第 2 項の
規定により作業に従事しない」と、第 9 条の 2 第 1 項中「労働基準法第 65 条第 1 項又は
第 2 項の規定により休業した」とあるのは「船員法第 87 条第 1 項又は第 2 項の規定によ
り作業に従事しなかった」と、第 23 条第 2 項中「労働基準法第 32 条の 3 の規定により
労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、同項及
び第 24 条第 1 項中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませ
ること等の措置」と、同項中「労働基準法第 39 条の規定による年次有給休暇」とあるの
は「船員法第 74 条から第 78 条までの規定による有給休暇」と、同項第 3 号中「制度、
第 16 条の 8 の規定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは「制度」と、第 28
条及び第 55 条から第 58 条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」
と、第 52 条の 2 中「第 2 章から第 8 章まで」とあるのは「第 2 章から第 5 章まで、第 8
章」と、第 52 条の 3 中「から第 52 条の 6 まで」とあるのは「、第 52 条の 5 及び第 60
条第 3 項」と、第 52 条の 4 第 1 項、第 52 条の 5 第 1 項及び第 58 条中「都道府県労働局



長」とあるのは「地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）」と、同項中「第 6 条第 1 項の
紛争調整委員会」とあるのは「第 21 条第 3 項のあっせん員候補者名簿に記載されている
者のうちから指名する調停員」と、第 56 条の 2 中「第 16 条の 6 第 1 項、第 16 条の 8 第
1 項（第 16 条の 9 第 1 項において準用する場合を含む。）、第 16 条の 10、第 17 条第 1
項（第 18 条第 1 項において準用する場合を含む。）、第 18 条の 2」とあるのは「第 16
条の 6 第 1 項」と、第 57 条中「第 16 条の 5 第 1 項及び第 2 項、第 16 条の 8 第 1 項第 2
号、第 3 項及び第 4 項第 1 号（これらの規定を第 16 条の 9 第 1 項において準用する場合
を含む。）、第 17 条第 1 項第 2 号、第 3 項及び第 4 項第 1 号（これらの規定を第 18 条
第 1 項において準用する場合を含む。）」とあるのは「第 16 条の 5 第 1 項及び第 2 項」
と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」とする。  

３ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第 20 条第 1 項 、
第 21 条から第 26 条まで並びに第 31 条第 3 項及び第 4 項の規定は、前項の規定により読
み替えられた第 52 条の 5 第 1 項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準
用する。この場合において、同法第 20 条第 1 項、第 21 条から第 23 条まで及び第 26 条
中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同項中「関係当事者」とあるのは「関係当事
者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第 21 条
中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸
局長（運輸監理部長を含む。）が置かれる地方運輸局（運輸監理部を含む。）」と、同法
第 25 条第 1 項中「第 18 条第 1 項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介
護を行う労働者の福祉に関する法律第 52 条の 5 第 1 項」と、同法第 26 条中「当該委員
会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第 31 条第 3 項
中「前項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関
する法律第 52 条の 5 第 1 項」と読み替えるものとする。  

 
（公務員に関する特例） 
第 61 条 第 2 章から第 9 章まで、第 30 条、前章､第 53 条、第 54 条、第 56 条、第 56 条

の 2、前条、次条から第 64 条まで及び第 66 条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関
しては、適用しない。 

２ 国家公務員及び地方公務員に関しては、第 32 条中「育児等退職者」とあるのは「育児
等退職者（第 27 条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。）」と、第 34 条第 2 項
中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等（第 30 条に規定する対象労働者等をいう。
以下同じ。）」とする。 

３ 独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 2 条第 4 項に規定する行政執行法人
（以下この条において「行政執行法人」という。）の職員（国家公務員法（昭和 22 年法
律第 120 号）第 81 条の 5 第 1 項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤
務することを要しない職員にあっては、第 11 条第 1 項ただし書の規定を適用するとした
ならば同項ただし書各号のいずれにも該当するものに限る。）は、当該職員の勤務する行
政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の配偶者、父母若しくは子（これらの者に準ず
る者として厚生労働省令で定めるものを含む。）又は配偶者の父母であって負傷、疾病又
は身体上若しくは精神上の障害により第 2 条第 3 号の厚生労働省令で定める期間にわた



り日常生活を営むのに支障があるもの（以下この条において「要介護家族」という。）の
介護をするため、休業をすることができる。 

４ 前項の規定により休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、同項に規定す
る職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続
する状態ごとに、3 回を超えず、かつ、合算して 93 日を超えない範囲内で指定する期間
（第 30 項において「指定期間」という。）内において必要と認められる期間とする。 

５ 行政執行法人の長は、第 3 項の規定による休業の承認を受けようとする職員からその
承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障があると認め
られる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。ただし、国家公務員法第 81
条の 5 第 1 項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しな
い職員のうち、第 3 項の規定による休業をすることができないこととすることについて
合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者から
の当該請求があった場合は、この限りでない。 

６ 前 3 項の規定は、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 4 条第 1 項に規定する職
員（同法第 28 条の 5 第 1 項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員に
あっては、第 11 条第 1 項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のい
ずれにも該当するものに限る。）について準用する。この場合において、第 3 項中「当該
職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）
第 6 条第 1 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者（地方教育行政の組織及び運
営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 37 条第 1 項に規定する県費負担教職員に
ついては、市町村の教育委員会。次項及び第 5 項において同じ。）」と、第 4 項中「行政
執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第 6 条第 1 項に規定する任命権者又はその委
任を受けた者」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「行政執行法人の長」とある
のは「地方公務員法第 6 条第 1 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「業
務」とあるのは「公務」と、同項ただし書中「国家公務員法第 81 条の 5 第 1 項に規定す
る短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは「同
法第 28 条の 5 第 1 項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と読み
替えるものとする。 

７ 行政執行法人の職員（国家公務員法第 81 条の 5 第 1 項に規定する短時間勤務の官職を
占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第 16 条の 3 第 2 項におい
て準用する第 6 条第 1 項ただし書の規定を適用するとしたならば第 16 条の 3 第 2 項に
おいて読み替えて準用する第 6 条第 1 項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限
る。）であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものは、当該職員の勤務す
る行政執行法人の長の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は
疾病の予防を図るために必要なものとして第 16 条の 2 第 1 項の厚生労働省令で定める当
該子の世話を行うため、休暇を取得することができる。 



８ 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において 5 日（同項に
規定する職員が養育する小学校就学の始期に達するまでの子が 2 人以上の場合にあって
は、10 日）を限度とするものとする。 

９ 第 7 項の規定による休暇は、1 日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生
労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める 1 日未満の単位で取得するこ
とができる。 

10 行政執行法人の長は、第 7 項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその
承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承
認しなければならない。 

11 第 7 項から前項までの規定は、地方公務員法第 4 条第 1 項に規定する職員（同法第 28
条の 5 第 1 項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第
16 条の 3 第 2 項において準用する第 6 条第 1 項ただし書の規定を適用するとしたならば
第 16 条の 3 第 2 項において読み替えて準用する第 6 条第 1 項ただし書各号のいずれに
も該当しないものに限る。）について準用する。この場合において、第 7 項中「当該職員
の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第 6 条第 1 項に規定する任命
権者又はその委任を受けた者（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法
律第 162 号）第 37 条第 1 項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会
第 10 項において同じ。）」と、第 9 項中「行政執行法人の」とあるのは「地方公務員法
第 4 条第 1 項に規定する」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法
第 6 条第 1 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「同
法第 4 条第 1 項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとす
る。 

12 行政執行法人の職員（国家公務員法第 81 条の 5 第 1 項に規定する短時間勤務の官職を
占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第 16 条の 6 第 2 項におい
て準用する第 6 条第 1 項ただし書の規定を適用するとしたならば第 16 条の 6 第 2 項に
おいて読み替えて準用する第 6 条第 1 項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限
る。）は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の要介護家族
の介護その他の第 16 条の 5 第 1 項の厚生労働省令で定める世話を行うため、休暇を取得
することができる。 

13 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において 5 日（要介護
家族が 2 人以上の場合にあっては、10 日）とする。 

14 第 12 項の規定による休暇は、1 日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚
生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める 1 日未満の単位で取得する
ことができる。 



15 行政執行法人の長は、第 12 項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその
承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承
認しなければならない。 

16 第 12 項から前項までの規定は、地方公務員法第 4 条第 1 項に規定する職員（同法第 28
条の 5 第 1 項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第
16 条の 6 第 2 項において準用する第 6 条第 1 項ただし書の規定を適用するとしたならば
第 16 条の 6 第 2 項において読み替えて準用する第 6 条第 1 項ただし書各号のいずれに
も該当しないものに限る。）について準用する。この場合において、第 12 項中「当該職
員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第 6 条第 1 項に規定する任
命権者又はその委任を受けた者（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年
法律第 162 号）第 37 条第 1 項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員
会。第 15 項において同じ。）」と、第 14 項中「行政執行法人の」とあるのは「地方公
務員法第 4 条第１項に規定する」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務
員法第 6 条第 1 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるの
は「同法第 4 条第 1 項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるも
のとする。 

17 行政執行法人の長は、3 歳に満たない子を養育する当該行政執行法人の職員（国家公務
員法第 81 条の 5 第 1 項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務すること
を要しない職員にあっては、第 16 条の 8 第 1 項の規定を適用するとしたならば同項各号
のいずれにも該当しないものに限る。）が当該子を養育するために請求した場合におい
て、業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤
務しないことを承認しなければならない。 

18 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合
において、同項中「第 16 条の 8 第 1 項」とあるのは「第 16 条の 9 第 1 項において準用
する第 16 条の 8 第 1 項」と、「同項各号」とあるのは「第 16 条の 9 第 1 項において準
用する第 16 条の 8 第 1 項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族
を介護する」と読み替えるものとする。 

19 地方公務員法第 6 条第 1 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者（地方教育行
政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 37 条第 1 項に規定する県
費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下この条において同じ。）は、3 歳に
満たない子を養育する地方公務員法第 4 条第 1 項に規定する職員（同法第 28 条の 5 第 1
項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第 16 条の 8 第
1 項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。）が当
該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、
その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。 



20 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第 4 条第 1 項に規定する職員につ
いて準用する。この場合において、前項中「第 16 条の 8 第 1 項」とあるのは「第 16 条
の 9 第 1 項において準用する第 16 条の 8 第 1 項」と、「同項各号」とあるのは「第 16
条の 9 第 1 項において準用する第 16 条の 8 第 1 項各号」と、「当該子を養育する」とあ
るのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 

21 行政執行法人の長は、当該行政執行法人の職員について労働基準法第 36 条第 1 項本文
の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員
であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの（第 17 条第 1 項の規定を適
用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。）が当該子を養育する
ために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時
間（第 17 条第 1 項に規定する制限時間をいう。第 23 項において同じ。）を超えて当該
労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。 

22 前項の規定は、行政執行法人の職員であって要介護家族を介護するものについて準用
する。この場合において、同項中「第 17 条第 1 項の」とあるのは「第 18 条第 1 項にお
いて準用する第 17 条第 1 項の」と、「同項各号」とあるのは「第 18 条第 1 項において
準用する第 17 条第 1 項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を
介護する」と読み替えるものとする。 

23 地方公務員法第 6 条第 1 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、同法第 4
条第 1 項に規定する職員について労働基準法第 36 条第 1 項本文の規定により同項に規定
する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始
期に達するまでの子を養育するもの（第 17 条第 1 項の規定を適用するとしたならば同項
各号のいずれにも該当しないものに限る。）が当該子を養育するために請求した場合で公
務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間
を延長して勤務しないことを承認しなければならない。 

24 前項の規定は、地方公務員法第 4 条第 1 項に規定する職員であって要介護家族を介護
するものについて準用する。この場合において、前項中「第 17 条第 1 項」とあるのは「第
18 条第 1 項において準用する第 17 条第 1 項」と、「同項各号」とあるのは「第 18 条第
1 項において準用する第 17 条第 1 項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該
要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 

25 行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する当該特定独立行
政法人の職員であって第 19 条第 1 項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれに
も該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障
がないと認めるときは、深夜（同項に規定する深夜をいう。第 27 項において同じ。）に
おいて勤務しないことを承認しなければならない。 

26 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合
において、同項中「第 19 条第 1 項」とあるのは「第 20 条第 1 項において準用する第 19



条第 1 項」と、「同項各号」とあるのは「第 20 条第 1 項において準用する第 19 条第 1
項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替え
るものとする。 

27 地方公務員法第 6 条第 1 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、小学校就
学の始期に達するまでの子を養育する同法第 4 条第 1 項に規定する職員であって第 19 条
第 1 項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を
養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜に
おいて勤務しないことを承認しなければならない。 

28 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第 4 条第 1 項に規定する職員につ
いて準用する。この場合において、前項中「第 19 条第 1 項」とあるのは「第 20 条第 1
項において準用する第 19 条第 1 項」と、「同項各号」とあるのは「第 20 条第 1 項にお
いて準用する第 19 条第 1 項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家
族を介護する」と読み替えるものとする。 

29 行政執行法人の職員（国家公務員法第 81 条の 5 第 1 項に規定する短時間勤務の官職を
占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第 23 条第 3 項ただし書の
規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。）
は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、要介護家族の介護をするた
め、1 日の勤務時間の一部につき勤務しないことができる。 

30 前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定す
る介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する 3 年の期間（当該要介護家族に
係る指定期間と重複する期間を除く。）内において 1 日につき 2 時間を超えない範囲内
で必要と認められる時間とする。 

31 行政執行法人の長は、第 28 項の規定による承認を受けようとする職員からその承認の
請求があったときは、当該請求に係る時間のうち業務の運営に支障があると認められる
時間を除き、これを承認しなければならない。 

32 前 3 項の規定は、地方公務員法第 4 条第 1 項に規定する職員（同法第 28 条の 5 第 1 項
に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第 23 条第 3 項た
だし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに
限る。）について準用する。この場合において、第 29 項中「当該職員の勤務する行政執
行法人の長」とあるのは「地方公務員法第 6 条第 1 項に規定する任命権者又はその委任
を受けた者」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第 6 条第 1 項
に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「同法第 4 条第 1
項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。 

33 行政執行法人の長は、職場において行われる当該行政執行法人の職員に対する国家公
務員の育児休業等に関する法律第 3 条第 1 項の規定による育児休業、第 3 項の規定によ
る休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関



する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に
応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じな
ければならない。 

34 地方公務員法第 6 条第 1 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、職場にお
いて行われる同法第 4 条第 1 項に規定する職員に対する地方公務員の育児休業等に関す
る法律第 2 条第 1 項の規定による育児休業、第 6 項において準用する第 3 項の規定によ
る休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関
する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に
応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じな
ければならない。 

 
第 13 章 罰則 
第 62 条 第 53 条第 5 項において準用する職業安定法第 41 条第 2 項の規定による業務の

停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1 年以下の懲役又は 100 万円以下
の罰金に処する。 

 
第 63 条  次の各号のいずれかに該当する者は、6 月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に

処する。 
一 第 53 条第 4 項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 
二 第 53 条第 5 項において準用する職業安定法第 37 条第 2 項の規定による指示に従わ

なかった者 
三 第 53 条第 5 項において準用する職業安定法第 39 条又は第 40 条の規定に違反した

者 
 
第 64 条 次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円以下の罰金に処する。 
 一 第 53 条第 5 項において準用する職業安定法第 50 条第 1 項の規定による報告をせず、

若しくは虚偽の報告をし、又は第 53 条第 5 項において準用する同法第 50 条第 2 項の
規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して
答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

 二 第 53 条第 5 項において準用する職業安定法第 51 条第 1 項の規定に違反して秘密を
漏らした者 

 
第 65 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し、前 3 条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又
は人に対して各本条の罰金刑を科する。 

 
第 66 条 第 56 条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20 万円以下の過

料に処する。 
 
（附則 略） 
 



附則（平成 29 年法律第 14 号） 
第 1 条 この法律は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 
一・二 （略） 
三 第 2 条中雇用保険法第 61 条の 4 第 1 項の改正規定及び第 7 条（次号に掲げる規定

を除く。）の規定並びに附則第 15 条、第 16 条及び第 23 条から第 25 条までの規定 
平成 29 年 10 月 1 日 

 四・五 （略） 
 
（育児休業の申出に係る施行前の準備） 
第 11 条 附則第 1 条第 3 号に掲げる規定の施行の日（以下この条において「第 3 号施行

日」という。）以後において第 7 条の規定による改正後の育児・介護休業法（以下この
条及び次条第 2 項において「新育児・介護休業法」という。）第 5 条第 4 項の規定によ
る育児休業（育児・介護休業法第 2 条第 1 号に規定する育児休業をいう。次条第 2 項に
おいて同じ。）をするため新育児・介護休業法第 5 条第 4 項の規定による申出をしよう
とする労働者は、第 3 号施行日前においても、同項及び同条第 6 項の規定の例により、
当該申出をすることができる。 

２ 厚生労働大臣は、新育児・介護休業法第 5 条第 4 項第 2 号の厚生労働省令を定めよう
とするときは、第 3 号施行日前においても、労働政策審議会に諮問することができる。 

 
（検討） 
第 12 条 （略） 
２ 政府は、この法律の施行後 5 年を目途として、新育児・介護休業法の規定の施行の状

況、保育の需要及び供給の状況、男性労働者の育児休業の取得の状況、女性労働者の育
児休業後における就業の状況その他の状況の変化を勘案し、新育児・介護休業法の規定

について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講

ずるものとする。 
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○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 

(昭和四十一年七月二十一日) 

(法律第百三十二号) 

第五十一回通常国会 

第一次佐藤内閣 

改正 昭和四八年一〇月 一日法律第一〇七号 

同 六一年 四月三〇日同 第 四三号 

同 六二年 六月 一日同 第 四一号 

平成 六年 六月一七日同 第 三四号 

同  九年 四月 九日同 第 三二号 

同 一〇年 九月二八日同 第一一〇号 

同 一一年 三月三一日同 第 二〇号 

同 一一年 七月一六日同 第 八七号 

同 一一年一二月二二日同 第一六〇号 

同 一二年 五月一二日同 第 六〇号 

同 一三年 四月二五日同 第 三五号 

同 一四年一二月一三日同 第一七〇号 

同 一六年 六月一一日同 第一〇三号 

同 一九年 六月 八日同 第 七九号 

同 二一年 七月一五日同 第 七九号 

同 二三年 四月二七日同 第 二六号 

同 二七年 九月一八日同 第 七二号 

同 二八年 三月三一日同 第 一七号 

同 二八年 五月二〇日同 第 四七号 

同 三〇年 七月 六日同 第 七一号 

 

雇用対策法をここに公布する。 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す

る法律 

(平三〇法七一・改称) 

目次 

別添２ 
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第一章 総則(第一条―第九条) 

第二章 基本方針(第十条―第十条の三) 

第三章 求職者及び求人者に対する指導等(第十一条―第十五条) 

第四章 職業訓練等の充実(第十六条・第十七条) 

第五章 職業転換給付金(第十八条―第二十三条) 

第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等(第二十四条―第二十七条) 

第七章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置(第二十八条―第三十条) 

第八章 国と地方公共団体との連携等(第三十一条・第三十二条) 

第九章 雑則(第三十三条―第四十条) 

附則 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に

対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることによ

り、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職

業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発

揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位

の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目

的とする。 

2 この法律の運用に当たつては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理につ

いての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を

通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための

事業主の努力を助長するように努めなければならない。 

(平一九法七九・平三〇法七一・一部改正) 

(定義) 

第二条 この法律において「職業紹介機関」とは、公共職業安定所(職業安定法(昭和二十

二年法律第百四十一号)の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を

含む。)、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定によ

り許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行う者をいう。 

(平二八法四七・一部改正) 

(基本的理念) 
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第三条 労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の

開発及び向上並びに転職に当たつての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施

されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配慮

されるものとする。 

2 労働者は、職務の内容及び職務に必要な能力、経験その他の職務遂行上必要な事項(以

下この項において「能力等」という。)の内容が明らかにされ、並びにこれらに即した評

価方法により能力等を公正に評価され、当該評価に基づく処遇を受けることその他の適

切な処遇を確保するための措置が効果的に実施されることにより、その職業の安定が図

られるように配慮されるものとする。 

(平一三法三五・追加、平三〇法七一・一部改正) 

(国の施策) 

第四条 国は、第一条第一項の目的を達成するため、前条に規定する基本的理念に従つ

て、次に掲げる事項について、必要な施策を総合的に講じなければならない。 

一 各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することを促進する

ため、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及及び雇用形態

又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保に関する施策を充実する

こと。 

二 各人がその有する能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び産業の

必要とする労働力を充足するため、職業指導及び職業紹介に関する施策を充実するこ

と。 

三 各人がその有する能力に適し、かつ、技術の進歩、産業構造の変動等に即応した技

能及びこれに関する知識を習得し、これらにふさわしい評価を受けることを促進する

ため、職業訓練及び職業能力検定に関する施策を充実すること。 

四 就職が困難な者の就職を容易にし、かつ、労働力の需給の不均衡を是正するため、

労働者の職業の転換、地域間の移動、職場への適応等を援助するために必要な施策を

充実すること。 

五 事業規模の縮小等(事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止を

いう。以下同じ。)の際に、失業を予防するとともに、離職を余儀なくされる労働者の

円滑な再就職を促進するために必要な施策を充実すること。 

六 女性の職業及び子の養育又は家族の介護を行う者の職業の安定を図るため、雇用の

継続、円滑な再就職の促進、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の雇用の促進
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その他のこれらの者の就業を促進するために必要な施策を充実すること。 

七 青少年の職業の安定を図るため、職業についての青少年の関心と理解を深めるとと

もに、雇用管理の改善の促進、実践的な職業能力の開発及び向上の促進その他の青少

年の雇用を促進するために必要な施策を充実すること。 

八 高年齢者の職業の安定を図るため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の円滑な

実施の促進、再就職の促進、多様な就業機会の確保その他の高年齢者がその年齢にか

かわりなくその意欲及び能力に応じて就業することができるようにするために必要な

施策を充実すること。 

九 疾病、負傷その他の理由により治療を受ける者の職業の安定を図るため、雇用の継

続、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職の促進その他の治療の状況に応じた

就業を促進するために必要な施策を充実すること。 

十 障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その

他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実

すること。 

十一 不安定な雇用状態の是正を図るため、雇用形態及び就業形態の改善等を促進する

ために必要な施策を充実すること。 

十二 高度の専門的な知識又は技術を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以

下この条において同じ。)の我が国における就業を促進するとともに、労働に従事する

ことを目的として在留する外国人について、適切な雇用機会の確保が図られるように

するため、雇用管理の改善の促進及び離職した場合の再就職の促進を図るために必要

な施策を充実すること。 

十三 地域的な雇用構造の改善を図るため、雇用機会が不足している地域における労働

者の雇用を促進するために必要な施策を充実すること。 

十四 前各号に掲げるもののほか、職業の安定、産業の必要とする労働力の確保等に資

する雇用管理の改善の促進その他労働者がその有する能力を有効に発揮することがで

きるようにするために必要な施策を充実すること。 

2 国は、前項に規定する施策及びこれに関連する施策を講ずるに際しては、国民経済の

健全な発展、それに即応する企業経営の基盤の改善、地域振興等の諸施策と相まつて、

雇用機会の着実な増大及び地域間における就業機会等の不均衡の是正を図るとともに、

労働者がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなつている雇用慣行の是正を期

するように配慮しなければならない。 
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3 国は、第一項第十二号に規定する施策を講ずるに際しては、外国人の入国及び在留の

管理に関する施策と相まつて、外国人の不法就労活動(出入国管理及び難民認定法(昭和

二十六年政令第三百十九号)第二十四条第三号の四イに規定する不法就労活動をいう。)

を防止し、労働力の不適正な供給が行われないようにすることにより、労働市場を通じ

た需給調整の機能が適切に発揮されるよう努めなければならない。 

(昭四八法一〇七・平六法三四・平一二法六〇・一部改正、平一三法三五・旧第

三条繰下・一部改正、平一六法一〇三・平一九法七九・平二一法七九・平三〇法

七一・一部改正) 

(地方公共団体の施策) 

第五条 地方公共団体は、国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、労働に関する必

要な施策を講ずるように努めなければならない。 

(平一一法八七・追加、平一三法三五・旧第三条の二繰下、平三〇法七一・一部

改正) 

(事業主の責務) 

第六条 事業主は、その雇用する労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他

の労働者が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環

境の整備に努めなければならない。 

2 事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働

者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安

定を図るように努めなければならない。 

(平一三法三五・追加、平一九法七九・平三〇法七一・一部改正) 

第七条 事業主は、外国人(日本の国籍を有しない者をいい、厚生労働省令で定める者を除

く。以下同じ。)が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情

報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有

効に発揮できるよう、職業に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用

管理の改善に努めるとともに、その雇用する外国人が解雇(自己の責めに帰すべき理由に

よるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当

該外国人が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該外国人の再就職の援助に関

し必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

(平一九法七九・追加、平三〇法七一・旧第八条繰上) 

(指針) 
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第八条 厚生労働大臣は、前条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要

な指針を定め、これを公表するものとする。 

(平一九法七九・追加、平二七法七二・一部改正、平三〇法七一・旧第九条繰上) 

(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保) 

第九条 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認めら

れるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労

働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければなら

ない。 

(平一三法三五・追加、平一九法七九・旧第七条繰下・一部改正、平三〇法七

一・旧第十条繰上) 

第二章 基本方針 

(平三〇法七一・追加) 

(基本方針) 

第十条 国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために

必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」とい

う。)を定めなければならない。 

2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 

一 労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにすることの意義に関

する事項 

二 第四条第一項各号に掲げる事項について講ずる施策に関する基本的事項 

三 前二号に掲げるもののほか、労働者がその有する能力を有効に発揮することができ

るようにすることに関する重要事項 

3 厚生労働大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

4 厚生労働大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知

事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 

5 厚生労働大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方

針を公表しなければならない。 

6 厚生労働大臣は、基本方針の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政

機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 

7 国は、労働に関する施策をめぐる経済社会情勢の変化を勘案し、基本方針に検討を加

え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 
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8 第三項から第六項までの規定は、基本方針の変更について準用する。 

(平三〇法七一・追加) 

(関係機関への要請) 

第十条の二 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、基

本方針において定められた施策で、関係行政機関の所管に係るものの実施について、必

要な要請をすることができる。 

(平三〇法七一・追加) 

(中小企業における取組の推進のための関係者間の連携体制の整備) 

第十条の三 国は、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及、雇

用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の基本方針に

おいて定められた施策の実施に関し、中小企業における取組が円滑に進むよう、地方公

共団体、中小企業者を構成員とする団体その他の事業主団体、労働者団体その他の関係

者により構成される協議会の設置その他のこれらの者の間の連携体制の整備に必要な施

策を講ずるように努めるものとする。 

(平三〇法七一・追加) 

第三章 求職者及び求人者に対する指導等 

(平一九法七九・旧第三章繰上、平三〇法七一・旧第二章繰下) 

(雇用情報) 

第十一条 厚生労働大臣は、求人と求職との迅速かつ適正な結合に資するため、労働力の

需給の状況、求人及び求職の条件その他必要な雇用に関する情報(以下「雇用情報」とい

う。)を収集し、及び整理しなければならない。 

2 厚生労働大臣は、雇用情報を、求職者、求人者その他の関係者及び職業紹介機関、職

業訓練機関、教育機関その他の関係機関が、職業の選択、労働者の雇入れ、職業指導、

職業紹介、職業訓練その他の措置を行うに際して活用することができるように提供する

ものとする。 

3 厚生労働大臣は、雇用情報の収集、整理及び活用並びに利用のための提供が迅速かつ

効果的に行われるために必要な組織を維持し、及び整備しなければならない。 

(平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第六条繰下・一部改正、平一九

法七九・旧第十条繰下) 

(職業に関する調査研究) 

第十二条 厚生労働大臣は、職業の現況及び動向の分析、職業に関する適性の検査及び適
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応性の増大並びに職務分析のための方法その他職業に関する基礎的事項について、調査

研究をしなければならない。 

2 前条第二項の規定は、前項の調査研究の成果(以下「職業に関する調査研究の成果」と

いう。)について準用する。 

(平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第七条繰下、平一九法七九・旧

第十一条繰下) 

(求職者に対する指導) 

第十三条 職業紹介機関は、求職者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等

を提供し、かつ、これに基づき職種、就職地その他の求職の内容、必要な技能等につい

て指導することにより、求職者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職

業を選択することを促進し、もつて職業選択の自由が積極的に生かされるように努めな

ければならない。 

(平一三法三五・旧第八条繰下) 

(求人者に対する指導) 

第十四条 職業紹介機関は、求人者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等

を提供し、かつ、これに基づき求人の内容について指導することにより、求人者が当該

作業又は職務に適合する労働者を雇い入れることを促進するように努めなければならな

い。 

2 職業紹介機関は、労働力の需給の適正な均衡を図るために必要があると認めるとき

は、求人者に対して、雇用情報等を提供し、かつ、これに基づき求人の時期、人員又は

地域その他の求人の方法について指導することができる。 

(平一三法三五・旧第九条繰下) 

(雇用に関する援助) 

第十五条 職業安定機関及び公共職業能力開発施設は、労働者の雇入れ又は配置、適性検

査、職業訓練その他の雇用に関する事項について事業主、労働組合その他の関係者から

援助を求められたときは、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を活用してその者

に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。 

(平一三法三五・旧第十条繰下・一部改正、平一九法七九・一部改正) 

第四章 職業訓練等の充実 

(平一九法七九・旧第四章繰上・改称、平三〇法七一・旧第三章繰下) 

(職業訓練の充実) 
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第十六条 国は、職業訓練施設の整備、職業訓練の内容の充実及び方法の研究開発、職業

訓練指導員の養成確保及び資質の向上等職業訓練を充実するために必要な施策を積極的

に講ずるものとする。 

2 国は、労働者の職業能力の開発及び向上が効果的に図られるようにするため、公共職

業能力開発施設が行う職業訓練と事業主又はその団体が行う職業訓練とが相互に密接な

関連の下で行われるように努めなければならない。 

(平一三法三五・旧第十一条繰下・一部改正、平一九法七九・一部改正) 

(職業能力検定制度の充実) 

第十七条 国は、技術の進歩の状況、円滑な再就職のために必要な職業能力の水準その他

の事情を考慮して、事業主団体その他の関係者の協力の下に、職業能力の評価のための

適正な基準を設定し、これに準拠して労働者の有する職業能力の程度を検定する制度を

確立し、及びその充実を図ることにより、労働者の職業能力の開発及び向上、職業の安

定並びに経済的社会的地位の向上を図るように努めるものとする。 

(平一三法三五・旧第十二条繰下・一部改正、平一九法七九・一部改正) 

第五章 職業転換給付金 

(平一九法七九・旧第五章繰上、平三〇法七一・旧第四章繰下) 

(職業転換給付金の支給) 

第十八条 国及び都道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者

がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者そ

の他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に掲げる給付金(以下

「職業転換給付金」という。)を支給することができる。 

一 求職者の求職活動の促進とその生活の安定とを図るための給付金 

二 求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金 

三 広範囲の地域にわたる求職活動又は求職活動を容易にするための役務の利用に要す

る費用に充てるための給付金 

四 就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てるための給

付金 

五 求職者を作業環境に適応させる訓練を行うことを促進するための給付金 

六 前各号に掲げるもののほか、政令で定める給付金 

(平一三法三五・旧第十三条繰下・一部改正、平二八法一七・一部改正) 

(支給基準等) 
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第十九条 職業転換給付金の支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める。 

2 前項の基準の作成及びその運用に当たつては、他の法令の規定に基づき支給する給付

金でこれに類するものとの関連を十分に参酌し、求職者の雇用が促進されるように配慮

しなければならない。 

(平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第十四条繰下・一部改正) 

(国の負担) 

第二十条 国は、政令で定めるところにより、都道府県が支給する職業転換給付金に要す

る費用の一部を負担する。 

(平一三法三五・旧第十五条繰下) 

(譲渡等の禁止) 

第二十一条 職業転換給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、

譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、事業主に係る当該権

利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、こ

の限りでない。 

(平一三法三五・旧第十六条繰下) 

(公課の禁止) 

第二十二条 租税その他の公課は、職業転換給付金(事業主に対して支給するものを除

く。)を標準として、課することができない。 

(平一三法三五・旧第十七条繰下) 

(連絡及び協力) 

第二十三条 都道府県労働局、公共職業安定所、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・

求職者雇用支援機構は、職業転換給付金の支給が円滑かつ効果的に行われるように相互

に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 

(平一一法二〇・平一一法八七・一部改正、平一三法三五・旧第十八条繰下、平

一四法一七〇・平二三法二六・一部改正) 

第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等 

(昭四八法一〇七・昭六一法四三・平一三法三五・改称、平一九法七九・旧第六

章繰上・改称、平三〇法七一・旧第五章繰下) 

(再就職援助計画の作成等) 

第二十四条 事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀

なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行
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おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労

働者の再就職の援助のための措置に関する計画(以下「再就職援助計画」という。)を作

成しなければならない。 

2 事業主は、前項の規定により再就職援助計画を作成するに当たつては、当該再就職援

助計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその

労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数

を代表する者の意見を聴かなければならない。当該再就職援助計画を変更しようとする

ときも、同様とする。 

3 事業主は、前二項の規定により再就職援助計画を作成したときは、厚生労働省令で定

めるところにより、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。当

該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。 

4 公共職業安定所長は、前項の認定の申請があつた場合において、その再就職援助計画

で定める措置の内容が再就職の促進を図る上で適当でないと認めるときは、当該事業主

に対して、その変更を求めることができる。その変更を求めた場合において、当該事業

主がその求めに応じなかつたときは、公共職業安定所長は、同項の認定を行わないこと

ができる。 

5 第三項の認定の申請をした事業主は、当該申請をした日に、第二十七条第一項の規定

による届出をしたものとみなす。 

(平一三法三五・旧第十九条繰下・全改、平一九法七九・一部改正) 

第二十五条 事業主は、一の事業所について行おうとする事業規模の縮小等が前条第一項

の規定に該当しない場合においても、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業規

模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に関し、再就職援助計画を作成し、公共

職業安定所長に提出して、その認定を受けることができる。当該再就職援助計画を変更

したときも、同様とする。 

2 前条第二項の規定は前項の規定により再就職援助計画を作成し、又は変更する場合に

ついて、同条第四項及び第五項の規定は前項の認定の申請があつた場合について準用す

る。 

(平一三法三五・旧第二十条繰下・全改) 

(円滑な再就職の促進のための助成及び援助) 

第二十六条 政府は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者(以下この条に

おいて「援助対象労働者」という。)の円滑な再就職を促進するため、雇用保険法(昭和
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四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業として、第二十四条第三項又は前条

第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画に基づき、その雇用する援助対象労働

者に関し、求職活動をするための休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十

九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与その他の再就職の

促進に特に資すると認められる措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行

うものとする。 

(平一三法三五・旧第二十条の二繰下・全改、平一四法一七〇・一部改正) 

(大量の雇用変動の届出等) 

第二十七条 事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由に

より一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。)であつて、厚生労働省令で定

める場合に該当するもの(以下この条において「大量雇用変動」という。)については、

当該大量雇用変動の前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職者の数その他

の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 

2 国又は地方公共団体に係る大量雇用変動については、前項の規定は、適用しない。こ

の場合において、国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む。

次条第三項において同じ。)は、当該大量雇用変動の前に、政令で定めるところにより、

厚生労働大臣に通知するものとする。 

3 第一項の規定による届出又は前項の規定による通知があつたときは、国は、次に掲げ

る措置を講ずることにより、当該届出又は通知に係る労働者の再就職の促進に努めるも

のとする。 

一 職業安定機関において、相互に連絡を緊密にしつつ、当該労働者の求めに応じて、

その離職前から、当該労働者その他の関係者に対する雇用情報の提供並びに広範囲に

わたる求人の開拓及び職業紹介を行うこと。 

二 公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。 

(平一九法七九・追加) 

第七章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置 

(平一九法七九・追加、平三〇法七一・旧第六章繰下) 

(外国人雇用状況の届出等) 

第二十八条 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職し

た場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理

及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在
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留期間(同条第三項に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項につ

いて確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 

2 前項の規定による届出があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、

当該届出に係る外国人の雇用管理の改善の促進又は再就職の促進に努めるものとする。 

一 職業安定機関において、事業主に対して、当該外国人の有する在留資格、知識経験

等に応じた適正な雇用管理を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。 

二 職業安定機関において、事業主に対して、その求めに応じて、当該外国人に対する

再就職の援助を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。 

三 職業安定機関において、当該外国人の有する能力、在留資格等に応じて、当該外国

人に対する雇用情報の提供並びに求人の開拓及び職業紹介を行うこと。 

四 公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。 

3 国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れ又は離職については、第一項の規定は、適

用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者は、新たに外国人を雇い

入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、政令で定めるところにより、

厚生労働大臣に通知するものとする。 

4 第二項(第一号及び第二号を除く。)の規定は、前項の規定による通知があつた場合につ

いて準用する。 

(平一九法七九・追加) 

(届出に係る情報の提供) 

第二十九条 厚生労働大臣は、法務大臣から、出入国管理及び難民認定法に定める事務の

処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあつたときは、前条第一

項の規定による届出及び同条第三項の規定による通知に係る情報を提供するものとす

る。 

(平一九法七九・追加、平二一法七九・一部改正) 

(法務大臣の連絡又は協力) 

第三十条 厚生労働大臣は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整等を図るため、法務

大臣に対し、労働に従事することを目的として在留する外国人の出入国に関する必要な

連絡又は協力を求めることができる。 

2 法務大臣は、前項の規定による連絡又は協力を求められたときは、本来の任務の遂行

を妨げない範囲において、できるだけその求めに応じなければならない。 

(平一九法七九・追加) 
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第八章 国と地方公共団体との連携等 

(平二八法四七・改称、平三〇法七一・旧第七章繰下) 

(国と地方公共団体との連携) 

第三十一条 国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共

団体の講ずる雇用に関する施策について、相互の連携協力の確保に関する協定の締結、

同一の施設における一体的な実施その他の措置を講ずることにより、密接な関連の下に

円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。 

(平一一法八七・追加、平一三法三五・旧第二十条の三繰下、平一九法七九・旧

第二十七条繰下、平二八法四七・一部改正) 

(要請) 

第三十二条 地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区域内において、多数の離職者が

発生し、又はそのおそれがあると認めるときその他労働者の職業の安定のため必要があ

ると認めるときは、厚生労働大臣に対し、労働者の職業の安定に関し必要な措置の実施

を要請することができる。 

2 厚生労働大臣は、前項の規定による要請(以下この条において「措置要請」という。)に

基づき労働者の職業の安定に関し必要な措置を実施するときはその旨を、当該措置要請

に係る措置を実施する必要がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当

該措置要請をした地方公共団体の長に通知しなければならない。 

3 厚生労働大臣は、措置要請に係る措置を行う必要があるか否かを判断するに当たつて

は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者その他の厚生労働省

令で定める者の意見を聴かなければならない。 

4 前項の規定により意見を求められた者は、その意見を求められた事案に関して知り得

た秘密を漏らしてはならない。 

(平二八法四七・追加) 

第九章 雑則 

(平二八法四七・章名追加、平三〇法七一・旧第八章繰下) 

(助言、指導及び勧告) 

第三十三条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主

に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。 

(平一九法七九・追加、平二八法四七・旧第三十二条繰下) 

(報告等) 



15/26 

第三十四条 厚生労働大臣は、第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定を施行する

ために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、労

働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主

の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査

をさせることができる。 

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に

提示しなければならない。 

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

(平一九法七九・追加、平二八法四七・旧第三十三条繰下) 

(資料の提出の要求等) 

第三十五条 厚生労働大臣は、この法律(第二十七条第一項及び第二十八条第一項を除

く。)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出

及び説明を求めることができる。 

(平一九法七九・追加、平二八法四七・旧第三十四条繰下) 

(報告の請求) 

第三十六条 都道府県知事又は公共職業安定所長は、職業転換給付金の支給を受け、又は

受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。 

(平一三法三五・旧第二十二条繰下、平一九法七九・旧第二十九条繰下、平二八

法四七・旧第三十五条繰下) 

(権限の委任) 

第三十七条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところによ

り、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、公共職業安定所長に委任することができる。 

(平一九法七九・追加、平二八法四七・旧第三十六条繰下) 

(適用除外) 

第三十八条 この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に

規定する船員については、適用しない。 

2 第六条から第九条まで及び第六章(第二十七条を除く。)の規定は、国家公務員及び地方

公務員については、適用しない。 
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(平一三法三五・旧第二十三条繰下・一部改正、平一九法七九・旧第三十条繰

下・一部改正、平二八法四七・旧第三十七条繰下、平三〇法七一・一部改正) 

(罰則) 

第三十九条 第三十二条第四項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下

の罰金に処する。 

(平二八法四七・追加) 

第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十七条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

二 第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

三 第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の

規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同

項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

四 第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人

に対しても、同項の刑を科する。 

(平一三法三五・旧第二十四条繰下・一部改正、平一九法七九・旧第三十一条繰

下・一部改正、平二八法四七・旧第三十八条繰下・一部改正) 

附 則 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の規定は、公布の日か

ら起算して六月を経過した日から施行する。 

附 則 (昭和四八年一〇月一日法律第一〇七号) 

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用対策法第二十一条の改正

規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

2 この法律による改正後の雇用対策法第二十一条の規定(離職に係る雇用量の変動に関す

る部分に限る。)は、同条に規定する雇用量の変動であつて、当該雇用量の変動に係る離

職の全部がこの法律の施行(前項ただし書の規定による施行をいう。以下同じ。)の日以

後であるものについて適用し、当該雇用量の変動に係る離職の全部又は一部が同日前で

あるものについては、なお従前の例による。 

3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる雇用
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量の変動についての届出に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。 

附 則 (昭和六一年四月三〇日法律第四三号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。 

附 則 (昭和六二年六月一日法律第四一号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。 

(その他の経過措置の政令への委任) 

第三十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。 

附 則 (平成六年六月一七日法律第三四号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。 

附 則 (平成九年四月九日法律第三二号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、平成十年七月一日から施行する。 

附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号) 

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 

附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条まで

の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。 

(平成一一年政令第二七五号で平成一一年一〇月一日から施行) 

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改

正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分
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に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附

則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三

の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に

関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第

七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十

三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三

条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 

(国等の事務) 

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律

の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は

執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等

の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令

により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

(不服申立てに関する経過措置) 

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁

(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級

行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法によ

る不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁が

あるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分

庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行

政庁とする。 

2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であると

きは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自

治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

(罰則に関する経過措置) 

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

(その他の経過措置の政令への委任) 

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰

則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 

(検討) 
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第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務について

は、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に

掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する

観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できる

よう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、

経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと

する。 

―――――――――― 

○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄 

(処分、申請等に関する経過措置) 

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)

の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その

他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等

の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がし

た免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 

2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申

請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後

は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされ

た申請、届出その他の行為とみなす。 

3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出そ

の他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にそ

の手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係

法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機

関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項について

その手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用す

る。 

(従前の例による処分等に関する経過措置) 

第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべ

き免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国

の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるも
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ののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその

任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相

当の国の機関に対してすべきものとする。 

(罰則に関する経過措置) 

第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 

(政令への委任) 

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに

中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置

(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改

正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千

三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の

日 

―――――――――― 

附 則 (平成一二年五月一二日法律第六〇号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。 

附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第六条の規

定並びに次条(第二項後段を除く。)及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保

険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)

並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。 

(政令への委任) 

第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令

で定める。 
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(罰則に関する経過措置) 

第六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同

じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第三項及び第四条第一項の規定によりなお従

前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適

用については、なお従前の例による。 

附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第

十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。 

附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇三号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。 

一 略 

二 第二条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条、第十条、第十五条、第十

六条第一項及び第十七条第一項の改正規定、同法第五十三条の次に一条を加える改正

規定並びに同法附則に三条を加える改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定 平

成十八年四月一日 

附 則 (平成一九年六月八日法律第七九号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。 

(平成一九年政令第二四四号で平成一九年八月四日から施行) 

一 第一条中雇用対策法第十二条を削り、第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条

とする改正規定、同法第七条の改正規定、同法第一章中同条を第十条とし、第六条の

次に三条を加える改正規定、同法第六章の章名の改正規定、同法第二十四条第五項の

改正規定、同法第三十一条第一項の改正規定(同項第二号中「第二十九条」を「第三十

五条」に改める部分を除く。)、同法第三十条第二項の改正規定、同法第二十八条を削

り、第二十七条を第三十一条とする改正規定、同条の次に三条を加える改正規定(第三
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十二条に係る部分を除く。)、同法第六章中第二十六条の次に一条を加える改正規定及

び同法第六章を第五章とし、同章の次に一章を加える改正規定並びに次条、附則第六

条及び第九条の規定 平成十九年十月一日 

(外国人雇用状況の届出等に関する経過措置) 

第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の際現に外国人(第一条の規定による改正後の雇用

対策法(以下「新雇用対策法」という。)第八条に規定する外国人をいう。以下この条に

おいて同じ。)を雇い入れている事業主は、平成二十年十月一日までに、厚生労働省令で

定めるところにより、当該外国人に係る新雇用対策法第二十八条第一項に規定する事項

について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、当該外

国人が同号に掲げる規定の施行の日から平成二十年十月一日までの間に離職した場合に

ついては、この限りでない。 

2 国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れについては、前項の規定は、適用しない。

この場合において、国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含

む。)は、平成二十年十月一日までに、政令で定めるところにより、前条第一号に掲げる

規定の施行の際現に雇い入れている外国人に係る新雇用対策法第二十八条第一項に規定

する事項を厚生労働大臣に通知するものとする。ただし、当該外国人が同号に掲げる規

定の施行の日から平成二十年十月一日までの間に離職した場合については、この限りで

ない。 

3 新雇用対策法第二十八条第二項(第三号を除く。)の規定は、第一項の規定による届出が

あった場合について準用する。 

4 新雇用対策法第二十九条の規定は、第一項の規定による届出及び第二項の規定による

通知について準用する。 

5 新雇用対策法第三十三条の規定は、第一項の規定の施行について準用する。 

6 第一項及び第二項並びに前項において準用する新雇用対策法第三十三条第一項の規定

による厚生労働大臣の権限については、厚生労働省令で定めるところにより、その一部

を都道府県労働局長に委任することができる。 

7 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、公共職業安定所長に委任することができる。 

(罰則) 

第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 附則第二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 
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二 附則第二条第五項において準用する新雇用対策法第三十三条第一項の規定による報

告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して

答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、

若しくは忌避した者 

(政令への委任) 

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令

で定める。 

(検討) 

第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後

の雇用対策法及び地域雇用開発促進法の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 (平成二一年七月一五日法律第七九号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。 

(平成二三年政令第四一九号で平成二四年七月九日から施行) 

一及び二 略 

三 第一条の規定(入管法第二十三条(見出しを含む。)、第五十三条第三項、第七十六条

及び第七十七条の二の改正規定を除く。)並びに次条から附則第五条まで、附則第四十

四条(第六号を除く。)及び第五十一条の規定、附則第五十三条中雇用対策法(昭和四十

一年法律第百三十二号)第四条第三項の改正規定、附則第五十五条第一項の規定並びに

附則第五十七条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十

四年法律第百五十一号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九

号)の項中「第二十条第四項(」の下に「第二十一条第四項及び」を加え、「、第二十

一条第四項」を削る改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において

政令で定める日 

(平成二一年政令第二七四号で平成二二年七月一日から施行) 

附 則 (平成二三年四月二七日法律第二六号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 
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附 則 (平成二七年九月一八日法律第七二号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第三条、第四条及び第十九条の規定 公布の日 

(罰則に関する経過措置) 

第十八条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の

施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(政令への委任) 

第十九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令

で定める。 

附 則 (平成二八年三月三一日法律第一七号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第七条の規定並びに附則第十三条、第三十二条及び第三十三条の規定 公布の日 

(雇用対策法の一部改正に伴う経過措置) 

第二十五条 前条の規定による改正後の雇用対策法第十八条(第三号に係る部分に限る。)

の規定は、施行日以後に同号に規定する求職活動(当該求職活動に関し、前条の規定によ

る改正前の雇用対策法第十八条の規定による給付金が支給されている場合における当該

求職活動を除く。)又は役務の利用をした者について適用し、施行日前に広範囲の地域に

わたる求職活動をした者に対する当該求職活動に係る給付金の支給については、なお従

前の例による。 

(その他の経過措置の政令への委任) 

第三十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。 

附 則 (平成二八年五月二〇日法律第四七号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第一条、第三条、第七条、第十条及び第十五条の規定並びに次条並びに附則第四条
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第一項及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条(東日本大震災復興特別区域法

(平成二十三年法律第百二十二号)第四十八条第二項及び第三項の改正規定に限る。)、

第四十四条並びに第四十六条の規定 公布の日 

二 第六条、第八条及び第十四条の規定並びに附則第三条、第十三条、第二十四条から

第二十六条まで、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十五条及び第四

十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日 

(処分、申請等に関する経過措置) 

第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び

次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によ

りされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又

はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされて

いる承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、こ

の法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとな

るものは、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律

の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、こ

の法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等

の行為とみなす。 

2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は

地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律

の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第九条の規

定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律

の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなけ

ればならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改

正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

(罰則に関する経過措置) 

第八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によること

とされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、な

お従前の例による。 

(政令への委任) 

第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関す

る経過措置を含む。)は、政令で定める。 



26/26 

附 則 (平成三〇年七月六日法律第七一号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規

定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八

号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年

法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労

働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改

正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律

第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規

定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の

雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第

三十条の規定 公布の日 

(検討) 

第十二条  

3 政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律

による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規

定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の

改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労

働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検

討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと

する。 

(罰則に関する経過措置) 

第二十九条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に

した行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附

則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にし

た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(政令への委任) 

第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に

関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 



（別添５）
























